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■資料編等については当金庫ホームページに掲載しておりますので、ご覧ください。
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当金庫のシンボルマーク

赤は、地平線より昇る真っ赤な太陽を表し、この太陽は明日に向かうことを意味し、
また血の通い合った人間同士のお付き合いをいつまでも続けたいとの願いを込めております。
両側のとちしんカラーのオレンジは、地域とそこに生活する人々を表し、
地域や人々が暖かな希望に溢れた毎日を送れるようにとの願いが込められております。
中央の白は、栃木信金の頭文字の“T”をイニシャライズしており、
この白が清廉潔白に公正に事業を遂行して行こうとの決意の表明であります。
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地域で一番信頼される金融機関をめざして…

日本武尊（やまとたけるのみこと）日本武尊（やまとたけるのみこと）

とちぎ秋まつり

関羽雲長（かんううんちょう）関羽雲長（かんううんちょう）



令和5年7月

　平素は、栃木信用金庫に格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。
　ここに、令和4年度の「　　　　  」の経営状況を開示したディスクロージャー誌を発行
いたします。
　昨年は、ウィズコロナの下で経済再開が急速に進む中、緊迫する世界情勢等の影響が加わり、
世界の経済環境が大きく変化した年でありました。このような状況の下、当金庫では3ヶ年
中期経営計画「お客様サポートプロジェクト」をスタートさせ、新型コロナウイルスや資源・
物価高の影響を受けているお客さまの資金繰り支援に注力するとともに、「お客さまの役に立つ
行動の実践」を最大の目標に掲げ、多様化するお客さまのニーズに柔軟にお応えする行動に
邁進してまいりました。その結果、事業性融資、消費者ローンともに貸出残高が増加するなど、
事業者の皆さまの経営活動や個人の皆さまの生活をサポートするための行動の成果が実績と
して表れております。
　令和4年度の業績につきましては、預金積金は期末残2,752億円（前期比△35億円）、貸出
金は期末残1,251億円（前期比+28億円）となりました。また、経常利益は△14百万円、当期
純利益は177百万円、自己資本比率は5.60％となりました。
　我が国経済は、新型コロナウイルス感染症の影響により大きく落ち込んだものの、足下
では内需の持ち直し、インバウンドの回復で個人消費を中心に緩やかながら回復傾向にあり
ます。しかし一方で、これまでの長期に渡るデフレから一転、インフレの顕在化や賃金の
高まりを受け、地域の事業者や個人のお客さまの環境は大きく変化しております。当金庫に
おきましては、中期経営計画「お客様サポートプロジェクト」の目標達成に向け、多様化する
お客さまからの期待される役割を十分に発揮することで、信用金庫の使命を全うし、皆さまと
共に地域経済の再活性化への機運を盛り上げるべく活動し、続けてまいります。
　今後とも引き続きまして、「　　　　  」へ一層の支援を賜りますようお願い申し上げます。

ごあいさつ
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倫理綱領

経営理念と基本方針

コンプライアンス（法令遵守）の徹底に努め金庫の社会的責任を果たします。

とちしん
スローガン
とちしん
スローガン 向  上向  上

［サービス精神向上］［サービス精神向上］

スピードスピード
［迅速な対応］［迅速な対応］

信  頼信  頼
［お客さま第一主義］［お客さま第一主義］

一、とちしんは地域の皆様との信頼関係を大切にし 地域社会の発展に貢献します
一、とちしんの職員は人格の向上に努め 積極的で明るい職場形成に努めます
一、とちしんは堅実経営に徹し より強固な経営基盤の構築に努めます

■経営理念

●お客さまの立場に立ったサービス第一主義の徹底を図ります
●お客さまのご支持・信頼の更なる向上を図るため「おもてなしの心」を持ち、
　健全・堅実・安全と評価される金融機関を目指します

■当金庫の目指す姿

■基本方針
地域で一番信頼される金融機関を目指します

一、 私たちは地域の最良のパートナーとして社会的役割を自覚し行動します
一、 私たちは法令、規則等を遵守し何事にも明るく積極かつスピーディーに行動します
一、 私たちは金庫の社会的信頼と繁栄のため、お客様に明るい笑顔と感謝の心をもって行動します
一、 私たちは地域社会の一員として誇りと、信念を持ち高い目標に向かって行動します
一、 私たちは金庫人として社会的批判、疑問を持たれることなく健全、公正に行動します
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経営理念と基本方針



（令和5年3月末）金庫概要
名 称

所 在 地

創 立

出 資 金

預 金 量

貸出金量

役職員数

店 舗 数

栃木信用金庫

〒328-0015 栃木県栃木市万町9番28号

昭和3年6月15日

15億51百万円

2,752億円

1,251億円

210人

15店舗

■

■

■

■

■

■

■

■

金庫の主要な事業の内容
■預金業務
当座預金、普通預金、総合口座、貯蓄預金、通知預金、定期預金、定期
積金、別段預金、納税準備預金等を取扱っております。

■為替業務
内国為替業務として送金為替、当座振込、代金取立等を取扱っております。

■附属業務
日本銀行歳入代理店及び地方公共団体の公金取扱業務、株式払込金の
受入代理業務及び株式配当金・公社債元利金の支払代理業務、保護預かり
及び貸金庫業務、有価証券の貸付、債務の保証、公共債の引受、国債及び
証券投資信託の窓口販売、保険業務、スポーツ振興くじの払戻し等の
業務を取扱っております。

■貸出業務
手形割引、手形貸付、証書貸付、当座貸越、事業者カードローン、個人
向け各種ローン、独立行政法人住宅金融支援機構等各種代理貸付を
取扱っております。

栃木信用金庫は、国連が提唱する「SDGs（持続可能な開発目標）」を金庫経営に反映し、
相互扶助の精神に適った地域のお客さまのサポート役、そして最良のパートナーとして、
地域の持続的な成長に貢献してまいります。

栃木信用金庫SDGs宣言

4

役員 （令和5年6月末）

■

■

■

■

■

■

■

■

■

理 事 長

専務理事

常務理事

常務理事

常勤理事

常勤理事

非常勤理事

常勤監事

非常勤監事

伏木　昌人

橋本　正義

須田　篤志

本橋　和幸

増田　和浩

臼井　孝英

大平　正夫

嶋田　隆夫

伊沢　正吉

（代表理事）

（代表理事）

監事・伊沢正吉は、信用金庫法第32条第5項に規定する員外監事であります。
理事・本橋和幸、大平正夫は、信用金庫業界の「総代会の機能向上策等に関する
業界申し合わせ」に基づく職員外理事であります。

（注1）
（注2）

1. お客さまの未来のために

2. ふるさと、この地域の未来のために

3. 自分自身の未来のために
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　令和4年度の金融経済環境につきまして、急激な世界的インフレ
の進展を受け各国中央銀行が急速に利上げを進めたことから、内外
金利差等を背景にドル円相場が一時1ドル150円台を記録するなど、
約32年ぶりの円安水準となりました。このような中、我が国では、
原材料の高騰と円安による輸入物価の上昇により、コアCPI上昇率が
一時4％に達し、企業、家計の双方で負担が増すこととなりましたが、
政府による経済対策の効果もあり、良好な雇用環境に支えられて
緩やかに回復が続いております。
　今後も暫くは輸入物価の上昇が見込まれ、不安定な世界情勢の
影響を受けて国内景気の先行きも不透明感が高まっております。
特に価格転嫁や賃上げの難しい中小企業にとっては、より一層厳しい
環境が続くことも予想されます。しかしながら、新型コロナウイルス
の行動制限緩和による内需の回復やインバウンド需要の増加など
国内の経済活動も活発化しております。また、長年続いたデフレ
からの脱却に向けた兆しが出始める中、日本銀行総裁が10年ぶりに
交代するなど、我が国の金融経済環境も大きな転換期を迎えようと
しています。急激な利上げによる米欧の一部金融機関を巡る問題
など下振れリスクはあるものの、世界的なインフレ圧力が徐々に
低下し、経済が安定に向かうにつれ、日本経済も緩やかに回復して
いくものと思われます。

事業方針金融経済環境

事業の概況

　令和4年度は、ウィズコロナの下で経済再開が急速に進む中、緊迫
する世界情勢等の影響が加わり、世界の経済環境が大きく変化した
年でありました。我が国においても、資源・エネルギー価格の高騰や
円安の進行を背景に物価が上昇を続けるなど、世界経済と地域社会
との繋がりは一層強まり、地域の事業者の皆さま、お客さまを取り
巻く環境は一層厳しさを増しております。
　このような状況の下、当金庫では3ヶ年中期経営計画「お客様
サポートプロジェクト」をスタートさせ、新型コロナウイルスや資源・
物価高の影響を受けているお客さまの資金繰り支援に注力すると
ともに、「お客さまの役に立つ行動の実行」を最大の目標に掲げ、
多様化するお客さまのニーズに柔軟にお応えする行動に邁進して
まいりました。その結果、事業性、消費性ともに貸出残高が増加する
など、事業者の皆さまの経営や個人の皆さまの生活をサポートする
ための行動の成果が実績として表れております。
　今後におきましても、時々刻々と変化するお客さまのニーズに
適切にお応えできるよう、私たち役職員一人ひとりが成長していける
よう努めてまいります。そして、地域社会、お客さまの発展のために、
そのサポート役に徹することで好循環を作り出し、地域社会の持続的
な成長に貢献していく所存です。

業績ハイライト



（単位：百万円）

0

300,000

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

（単位：百万円）

令和3年度末

0

8％

4％

（単位：百万円）

■運転資金　■設備資金

0

150,000

100,000

50,000

業績の概況

令和4年度末

5.60％

国内基準

4％

（単位：百万円）

■投信　■保険　■公共債

0

15,000

10,000

5,000

製造業
8,541建設業

11,018

卸売・小売業
10,436

不動産業
23,754

サービス業
21,179

個人
30,624

地公体等
6,777  

その他
12,776

令和4年度末
合計

125,114

278,793

令和2年度末

278,361

令和3年度末

2,225

10,211

7,199

787

令和2年度末

2,070

12,309

9,488

751

令和3年度末

52,619

69,654

122,274

令和2年度末

49,668

70,197

119,866

6

自己資本比率

業種別貸出金貸出金

預り資産預金積金

令和4年度末

275,250

令和4年度末

2,399

9,112

5,861

852

令和4年度末

54,773

70,340

125,114

（単位：百万円）

2,208

2,179

339

△14

177

貸出金利息

経 費

コア業務純益

経 常 利 益

当 期 利 益

令和4年度

2,187

2,199

432

160

118

令和3年度

収 益
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金融再生法に基づく開示債権
　「金融機能再生のための緊急措置に関する法律（金融再生法）」に
基づく令和5年3月末の開示債権については、前期末に比べ284
百万円減少し、3,039百万円となりました。
　総与信額に対する不良債権比率は、2.42％と低水準にあります。
　また、金融再生法開示債権から担保保証額および貸倒引当金
合計額2,420百万円を控除した実質不良債権額は618百万円、
率にして0.49％となっております。
　また、担保保証額を全く考慮しない場合（貸倒引当金のみ控除）
でも不良債権比率は1.80％となり、必要十分な手当を実施して
おります。

不良債権の状況

　当金庫では、地域経営サポート部を設置し、栃木県中小企業
活性化協議会等の外部支援機関や各専門家とのネットワークを
活かしながら、地域中小企業の経営改善・事業再生支援に積極的
に取組んでいます。
　活用事例は、経営改善計画書の策定支援の他、工場の採算性や
在庫削減の取組み支援、労務対策、営業支援等の問題解決に向けて
対応しています。
　事業性評価に基づく取組みにより中小企業者の皆さまの多様
化・複雑化する経営課題を解決するためコンサルティング機能の
一層の発揮に努め、地域密着型金融の取組みをさらに強化して
おります。

事業再生・経営支援への取り組み

（単位：先）
■外部支援機関活用による経営支援取組先数（累計）

0

400

200

300

100

28年度末

182

29年度末

205

30年度末

234

元年度末

253

3年度末

278

2年度末

259

地域中小企業の経営改善支援に取組んでいます

　当金庫では、「経営者保証に関するガイドライン」（以下、「ガイドライン」という。）の趣旨や内容を踏まえ、同ガイドラインを融資慣行と
して浸透・定着させていくために、以下のとおり取り組みます。

経営者保証に関する取組方針

■正常債権　■要管理債権　■危険債権　■破産更正債権

■不良債権額・比率（金融再生法開示債権）

110,000

100,000

5,000

130,000

120,000

（単位：百万円）

0
令和4年3月末

総与信額
不良債権額
不良債権比率

122,479
3,323
2.71%

令和3年3月末
120,083
4,022
3.34%

122,239

323
2,207

508

119,155

1,382
1,419

521

1,532
1,306

1,182

116,061

経営者保証に関する取組方針及び「経営者保証ガイドライン」への取組状況
　当金庫では、「経営者保証に関するガイドライン」及び「事業承継時に焦点を当てた『経営者保証に関するガイドライン』の
特則」の趣旨や内容を十分に踏まえ、お客さまからお借入や保証債務整理の相談を受けた際に真摯に対応するため、「経営者保証
に関する取組方針」を以下のとおり策定しています。同取組方針に基づき、経営者保証の必要性については、お客さまとの丁寧な
対話により、法人と経営者の関係性や財務状況等を把握し、同ガイドライン等の記載内容を踏まえて十分に検討するなど、適切な
対応に努めています。

125,279
3,039
2.42%

令和5年3月末

4年度末

292

お客さまが融資等資金調達のお申込みをした場合、当金庫では、お客さまのガイドラインの要件の充足や経営状況等を総合的に判断する中で、経営者保証を求めない
可能性や経営者保証の機能を代替する融資手法（一定の金利の上乗せ等）を活用する可能性について、お客さまの意向を踏まえたうえで検討いたします。
一部の例外を除き、原則として経営者保証を求めないこととしますが、上記の検討を行った結果、経営者保証を求めることがやむを得ないと判断し、経営者保証を提供
いただく場合、当金庫はお客さまの理解と納得を得ることを目的に、保証契約の必要性等に関する丁寧かつ具体的な説明を行います。
経営者保証を提供いただく場合、お客さまの資産及び収入の状況、融資額、信用状況、情報開示の姿勢等を総合的に勘案して、適切な保証金額の設定に努めます。
お客さまから既存の保証の変更・解除等の申入れがあった場合は、ガイドラインに即して改めて経営者保証の必要性や適切な保証金額等について真摯かつ柔軟に検討を
行うとともに、その検討結果について丁寧かつ具体的な説明を行います。
事業承継時には、原則として前経営者、後継者の双方から二重で経営者保証は求めないこととし、例外的に二重に保証を求めることが必要な場合には、丁寧かつ具体的な
説明を行います。また、後継者に当然に保証を引き継いでいただくのではなく、その必要性を改めて検討いたします。
お客さまからガイドラインに基づく保証債務整理の申し出を受けた場合には、ガイドラインに即して誠実に対応いたします。

・

・

・
・

・

・
「経営者保証ガイドライン」への取り組み
■新規に無保証で融資した件数
■新規融資に占める経営者保証に依存しない融資の割合
■保証契約を解除した件数

368件
22.65％
23件
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　「しんきん」に求められているのは、不易流行の精神が示す、不易「変わらぬ価値」信用金庫の理念である「相互扶助」の
精神です。一方、流行「お客さまの多様なニーズ」は、時々刻々と変化しています。
当金庫では、「変化するお客さまのニーズにお応えする体制」を実現し、「強固で持続的な経営基盤の確立」に繋げることを
目標に、2022年度より3ヶ年の新中期経営計画「お客様サポートプロジェクト」をスタートしました。
「役職員一人ひとり」が「お客さま」「地域」のサポート役に徹することで地域社会の持続的な発展の実現を目指します。

お客さまの役に立つ行動の実行

　変化するお客さまの多様なニーズに応えるため、金融業務に必要な証券外務員や銀行業務検定等の各種資格取得に加え、国家資格
等の高度な資格取得にもチャレンジし、お客さまをサポートするために必要なスキル、経験の習得に努めております。

　「お客様サポートプロジェクト」では、「強固で持続的な経営基盤の確立」を目標に、お客さまのサポートを通じた貸出金利息の増強と
経費抑制に取組むことで、本業による収益力の強化を目指しております。2022年度はコア業務純益の目標を達成するなど、行動の
成果が着実に表れてきております。

私たちが好循環を作り出すサポーターです

持続的な発展お客さま 地 域

とちしん

役職員

事業者のお客さまの経営サポート

● 創業支援、成長支援
● 資金繰り支援、経営改善支援
● 事業承継支援、M＆A支援
● 補助金等の情報提供、活用支援

個人のお客さまの生活サポート

お客さまの役に立つスキル

経営基盤の確立に向けた中期計画

● ライフステージに応じたお手伝い
 （新生活、 子育て、 住宅、 車、 教育、 セカンドライフ）
● 資産のポートフォリオ相談

お客様サポートプロジェクト新中期経営計画新中期経営計画新中期経営計画新中期経営計画
〈2022年度～2024年度〉〈2022年度～2024年度〉

■国家資格等の資格取得者数

FP技能士

行政書士

98人

2人

宅地建物取引士

MBA

18人

2人

中小企業診断士

証券アナリスト

4人

1人

2人ITパスポート

2023年3月末現在　常勤役職員数210人

貸出金利息

経費

コア業務純益

2,211
2,208
2,187
2,179
330
339

2,250

2,217

381

2,281

2,179

439

2022年度 2023年度 2024年度

計 画
実 績
計 画
実 績
計 画
実 績

お客様サポートプロジェクトの目指す姿
お客さまの経営や生活をサポートするために必要なスキル、経験を身につけ、

お客さまのために熱意を持って自ら行動（考動）します。

〈計画1年目〉 〈計画2年目〉 〈計画3年目〉

※新札対応等の設備更新費用を計画に含めております。

※



健全な職場環境づくり
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とちしんの取り組みとちしんの取り組み

持続可能な社会の実現持続可能な社会の実現

　当金庫は役職員とそのご家族が心身ともに健康である
ために健康維持・増進に全力で取組み、健全な職場環境づくり
を目指していくことをここに宣言します。

一、ワークライフバランスを促進します。
二、「運動」や「健康づくり」をサポートする環境を整えます。
三、心身の健康をチェックする態勢を整えます。

とちしん健康経営宣言

「健康経営優良法人2023」の認定
　特に優良な健康経営を実践している法人として、「健康経営
優良法人2023（中小規模法人部門）」の認定を受けました。 　2019年、当金庫は女性活躍に関する取組みの実施状況が

認められ、優良企業マーク「えるぼし認定段階3（最高位）」を
取得しました。なお、県内信用金庫初であり、全国7金庫目の
取得となります。

「女性の活躍を推進する企業」に認定
  えるぼし最高位を取得

ワークライフバランスへの取り組み

中学校での「仕事に関する講話」での様子

　地域社会づくりに貢献するという企業理念の実現のため
地域を担う次世代の育成に協力するとともに、職員の仕事と
子育ての両立をサポートし、全職員がゆとりと誇りを持って
個々の能力を職務遂行に十分発揮できるよう、一般事業主行
動計画を策定し、「くるみん」取得に向けて取り組んでいます。

男性職員に対し、「配偶者の分娩休暇」（特別休暇）の取得者
割合を、50％以上にする。
「子の看護休暇」取得者を年間で下記の水準にする。
男性職員：2名以上　女性職員：4名以上
所定外労働時間削減のためにノー残業デーを継続実施する。
中学生の職場見学、職場体験実施

目標 1

目標 2

目標 3
目標 4

（2）からだの健康づくり
特定保健指導の取組強化
部活・ウォーキングキャンペーンなど運動機会の提供
受動喫煙対策の取組み

（3）こころの健康づくり
全事業所におけるストレスチェックの実施
心の相談窓口ダイヤル「健康・こころのオンライン」の設置

（1）働きやすい環境づくり
有給休暇取得の推進
　連続休暇・アニバーサリー休暇・リフレッシュ休暇
　とちしんプレミアムフライデー（毎月第２金曜日）の実施
　毎週水曜日「ノ－残業デー」の励行

●

●

●

2023

■当金庫は、このほか「とちぎ女性活躍応援団」の登録、「男女生き活き
　企業認定制度」の認定を受けております。



お取引先への支援＆情報提供活動

地域社会への貢献
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経営サポート
とちしん創業者特別相談会
　2023年2月に創業予定者や創業後間もない事業者を対象
とした「とちしん創業者特別相談会」を開催しました。相談者は
創業前後の様々な悩みや課題について、相談員を務めた栃木
県よろず支援拠点のコーディネーターから実情に応じたアド
バイスを受け、各々これからの事業の方向性を確認しました。

ひとり1社プロジェクト
　当庫の真の力を発揮する3年間の行動計画として、「役職員
一人ひとり」が「お客さま」「地域」のサポート役に徹すること
で好循環を作りだし「地域経済」の持続的な発展を図るため
に、個々の本業支援のレベルアップに向けた「ひとり1社プロ
ジェクト」を立ち上げました。経営サポートグループ全員を
対象に「計画書」の策定を通じて、企業が持つ課題に対し、解決
策を提案することを進めてまいりました。また、6か月かけて
作成した「計画書」は、計画発表会にて発表しました。

　中小企業経営者との対話を通じ、経営者に対して事業承継
に向けた準備のきっかけを供することを目的として、事業承継
やM&Aに不安を抱える先に対して栃木県事業承継・引継ぎ
支援センター職員との同行訪問を実施しています。
　2022年度は、一般店舗の11店舗で60社に対して同行
訪問を実施しました。

 栃木県事業承継・引継ぎ支援センター職員との
同行訪問

とちしんドリームマッチング
　当金庫独自のビジネスマッチング企画として、（認定特非）
経営支援NPOクラブと連携し、お取引先様の製品・技術を
首都圏の大手企業へマッチングの橋渡しをするため、第7回
目となる「とちしんドリームマッチング2022」を募集したとこ
ろ、販路拡大に意欲的な取引先より多数の応募があり、NPO
クラブのWEBによる審査を経て最終5社が大手企業との商談
を実現しました。
　2023年度も取引先企業の販路開拓を応援する為、第8回
「とちしんドリームマッチング2023」を開催します。今年度は
2023年7月までを募集期間とし、10月に最終選考会を行い
11月より発注企業との商談を予定しております。
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顧客ネットワーク化の取り組み

地域の活性化

　地元企業の近代的経営体制の確立を目指す企業活動を
積極的に支援するとともに、会員相互の親睦・交流を図る
ため、多彩な講演会やセミナー研修会を開催しています。

とちしん経済クラブ

　平成２７年６月設立。宇都宮市周辺のお客さまから多くの
要望があった経済クラブを設立いたしました。ビジネスを
はじめ経営や経済情勢などの情報提供と交流の場として、
さまざまな活動を行っております。

とちしん宇都宮経済クラブ

ⒸTOCHIGI SC

栃木サッカークラブ

栃木シティ
フットボールクラブ

宇都宮ブレックス

宇都宮ブリッツェン

オフィシャルスポンサーとして栃木のプロスポーツを応援

とちしんカトレアの会
　平成23年10月5日、当金庫に関係のある女性を会員に
設立。会員の相互交流により豊かな心で、企業や家庭を育む
ことを目的としています。

パートナーズとちぎ
　次世代を担う若手経営者同士の相互研鑽、情報交換等を
通じた会員企業及び地域経済の発展を目的に、平成26年4月
に発足。勉強会やビジネスフェアの視察など、さまざまな
活動を行っております。

地域社会への貢献

とちぎ蔵の街かど映画祭
　３年ぶりの「栃木・蔵の街かど映画祭」に当庫職員もボラン
ティアに参加し、運営スタッフとして参加しました。
　また、（公社）栃木県経済同友会より栃木県の発展に大きく
貢献した団体として「美しいまちづくり賞」を受賞いたしました。

栃木県郡市町対抗駅伝競走大会
　「栃木県郡市町駅伝」「栃木県小学生駅伝」に特別協賛し、
多くのボランティア職員が各中継所で手旗を配布して、沿道
から声援を送りました。

とちぎスポーツクラブ「応援金サービス」
　栃木県内の参加金融機関が共同でクラブへの
寄付をインターネットで受け付ける〈とちぎスポーツ
クラブ「応援金サービス」〉の取扱いをしております。

https://www.tspo-ouen.jp/ホームページアドレス

とちぎ秋まつり
　４年ぶりの開催となった「とちぎ秋まつり」本店班内の「万町
２丁目自治会」に参加し「日本武尊」（やまとたけるのみこと）「関羽
雲長」（かんううんちょう）の山車を引き蔵の街を練り歩きました。

美しいまちづくり賞受賞
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各種手数料
はこちら

とちしん投信
はこちら

各種ローン商品
はこちら

■詳細は当金庫ホームページをご覧ください

｢定年後も働いた場合や雇用保険を受給した場合の年金は
どうなるの？｣、｢基金の請求手続きはどうしたらいいの？｣
等のご相談ごとに、きめ細やかなアドバイスをし、お客さま
へ安心をお届けしております。

年金アドバイザー

年金のことなら

便利なサービス

とちしん投信インターネットサービス

全自動貸金庫
詳しくはお近くの当金庫窓口までおたずねください。

リースのご案内
機械設備などのリースをご希望のお客さまに、しんきん
リース（株）をご案内します。

お客さまのパソコンから投資信託のお取引、各種照会が
できます。

商品・サービスのご案内
誠実・公正な勧誘を心掛け、お客さまのライフステージに
よる異なる様々なニーズにお応えする商品の提供に
努めてまいります。

とちしん年金専用ダイヤル 0120-29-7133
受付時間〈平日〉9：00～17：00

セカンドライフ期
■
■
とちしん年金定期
とちしんセカンドライフ定期預金

資産形成期
〈預金・資産運用商品〉

■
■
■

即決君3兄弟（ビジネス活性化資金）
栃木県信用保証協会の各種保証制度
県や市・町の各種融資制度

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

とちしん住宅ローン
とちしんリフォームプラン
とちしんカーライフプラン
とちしん教育プラン
とちしんフリーローン
しんきんカードローン
とちしんAlways
とちしんビジネスAlways
きゃっするフリーローン
きゃっするカードローン
シルバーきゃっするカードローン

個人ローン

中小企業向け融資

〈融資商品〉

■仮申込書は店頭または当金庫ホームページにてご請求ください

FAX仮審査24時間受付OK！
契約までご来店不要 0120-12-6118

FAXの場合（とちしん住宅ローンを除く）

■
■
■
■
■
■
■

定期預金
定期積金
個人向け国債（変動10年、固定５年、固定３年）
投資信託
一般NISA・つみたてNISA
iDeCo（個人型確定拠出年金）
保険商品（生命保険、損害保険）



堅実経営に徹し、より強固な経営基盤の構築に努めます。法令・規則等を遵守し行動します。
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経営管理態勢

金融自由化の進展に伴い業務分野が拡大する反面、経営が直面するリスクはますます複雑化・多様化し、リスク管理態勢の充実が重要な経営
課題となっております。
当金庫では、金融情勢の変化に適切かつ迅速に対応し、経営の健全性維持と適切な収益確保を図るため、リスク全体を統合的に管理する態勢
の整備を目指し、管理手法の向上とスタッフの充実に取組んでおります。
各業務において発生するさまざまなリスクを、商品・業務・組織を超えて統合的に把握し、当金庫の意思決定に必要な情報を分析する組織と
して「リスク管理委員会」を設置、リスク情報に基づく業務運営方針の策定、リスク管理態勢の高度化に関する検討を行っております。

リスク管理態勢

当金庫は、理事会の下、中・長期および直面するさまざまな課題の解決策を協議、検討するための機関として「経営企画委員会」を
設置し、経営管理態勢の構築に努めております。

営　業　店

理事会

経営企画委員会

リスク管理委員会

リスク管理部
統合的リスク

ALM委員会 監査部

監事会

オペレーショナルリスク
事務部
総務人事部
リスク管理部

市場リスク
リスク管理部
経営企画部
事務部

流動性リスク
経営企画部
事務部

信用リスク
リスク管理部
監査部

風評リスク
経営企画部
総務人事部

事務部
総務人事部

情報漏えいリスク

当金庫は信用金庫法に基づき地域に根ざし
た金融業務を行うことを通じ、地域金融シス
テムの安定化を図る役割を担っていること
からより高いレベルのコンプライアンスが
求められています。今後も地域に信頼され
る金融機関であり続けるため、遵法精神を
一段と高めることを経営の最重要課題の
一つとして位置づけ、これらの実現に向けて
積極的に取組んでおります。

コンプライアンス態勢

（注1）

（注2）

内部通報及びヘルプラインとは、法令違反、規定違反、倫理的に問題がある事項等の不正・問題行為を職員が発見した場合の報告・相談窓口（「ハラスメント相談・苦情」を含む）
相談窓口は、内部通報制度の充実という観点から、本部の担当職員に2名の顧問弁護士を加え職員が気軽に相談できるような受付体制にいたしました。
ホットラインとは、お客さまからのご意見・ご要望・ご相談に関するお問い合わせ窓口です。

意見

意見

相談

助言

指示 提示報告

研修
啓蒙
指示

研修
指示

啓蒙
研修
指示

報告
相談

報告
相談

ご意見
ご要望
ご相談

補佐

報告
提案

報告
相談

報告報告

報告

（注1）

2次チェック 1次チェック

（注2）

経営企画委員会
理事会 監事会

監査部

内部通報・ヘルプライン
（受付窓口）

事務局（リスク管理部・お客様相談室）

顧問弁護士等

監　事

賞罰委員会

コンプライアンス顧客保護等実行委員会
（本部各部・各営業店担当者）

内、本部
実行委員会

ホットライン（受付窓口）
　 0120-16-5433

全職員お客さま

コンプライアンス顧客保護等管理委員会
（統括部署）
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とちしんはお客さまの個人情報を尊重し、その保護に全力を挙げて取組んでおります。 （詳細は当金庫ホームページをご覧ください）

当金庫は、「金融商品の販売等に関する法律」に基づき、金融商品の販売等に際しては、次の事項を遵守し、勧誘の適正の確保を図ることとします。

私ども栃木信用金庫は、社会の秩序や安全に脅威を与え、健全な経済・社会の発展を妨げる反社会的勢力との関係を遮断するため、以下の
とおり「反社会的勢力に対する基本方針」を定め、これを遵守します。

当金庫は、お客さまからの苦情のお申し出に公正かつ的確
に対応するため業務運営体制・内部規制を整備し、その
内容をホームページ、ポスター等で公表しています。
苦情は、当金庫営業日（9時～17時）に営業店（電話番号は
裏表紙参照）またはお客様相談室にお申し出ください。

当金庫は、紛争解決のため、当金庫営業日に上記お客様
相談室または全国しんきん相談所（9時～17時）にお申し
出があれば、東京弁護士会、第一東京弁護士会、第二東京
弁護士会の仲裁センター等にお取次ぎいたします。
また、お客さまから各弁護士会に直接お申し出いただく
ことも可能です。なお、前記弁護士会の仲裁センター等は、
東京都以外の各地のお客さまにもご利用いただけます。
その際には、お客さまのアクセスに便利な東京以外の弁護
士会をご利用する方法もあります。例えば、東京以外の
弁護士会において東京の弁護士会とテレビ会議システム
等を用いる方法（現地調停）や、東京以外の弁護士会に
案件を移す方法（移管調停）があります。ご利用いただける
弁護士会については、あらかじめ前記「東京弁護士会、第一
東京弁護士会、第二東京弁護士会、全国しんきん相談所
または当金庫お客様相談室」にお尋ねください。

金融ADR制度への対応

●全国しんきん相談所
●東京弁護士会
●第一東京弁護士会
●第二東京弁護士会

03-3517-5825
03-3581-0031
03-3595-8588
03-3581-2249

0120-16-5433
【受付時間】平日 9：00～17：00

とちしん
ホット
ライン

0120-16-5433　お客様相談室

【苦情処理措置】

【紛争解決措置】

金融商品に係る勧誘方針

反社会的勢力に対する基本方針

個人情報保護に関する基本方針　～とちしんプライバシーポリシー～

苦情等への取組体制

連
携

連
携

紛
争
解
決
の

取
次
ぎ
依
頼

紛
争
解
決
へ
の
対
応

連
携

報
告・連
絡

検
討・見
直
し

紛
争
解
決
の

取
次
ぎ

報
告・連
絡

話
し
合
い

苦
情
等
の

お
申
し
出

紛
争
解
決（
現
地
調
停・移
管
調
停
）の
申
立
て

苦
情
等
の
お
申
し
出

苦
情
等
の
お
申
し
出

話
し
合
い

適
切
な
説
明・他
機
関
の
紹
介

検証

連携

お　客　さ　ま

営業店 関係部署

お客様相談室
（主管部署）

コンプライアンス
顧客保護等管理委員会

全国しんきん相談所

弁護士会仲裁センター等 ※

内
部
監
査

●東京弁護士会　紛争解決センター
●第一東京弁護士会　仲裁センター
●第二東京弁護士会　仲裁センター

●群馬弁護士会（現地調停）
●埼玉弁護士会（移管調停）

※弁護士会仲裁センター等

全国しんきん
相談所

当金庫は、反社会的勢力との取引を含めた関係を遮断し、不当要求に対しては断固として拒絶します。
当金庫は、反社会的勢力による不当要求に対し、職員の安全を確保しつつ組織として対応し、迅速な問題解決に努めます。
当金庫は、反社会的勢力に対して資金提供、不適切・異例な取引および便宜供与は行いません。
当金庫は、反社会的勢力による不当要求に備えて、平素から警察、暴力追放運動推進センター、弁護士などの外部専門機関と緊密な連携関係を構築
します。
当金庫は、反社会的勢力による不当要求に対しては、民事と刑事の両面から法的対抗措置を講じる等、断固たる態度で対応します。

1．
2.
3.
4.

5.

とちしんは、お客さまの知識、経験、財産の状況及び当該金融商品の販売に係わる契約を締結する目的に照らして、適正な情報の提供と商品説明を
いたします。
金融商品の選択・購入は、お客さまご自身の判断によってお決めいただきます。
その際、とちしんは、お客さまに適正な判断をしていただくために、当該金融商品の重要事項について説明をいたします。
とちしんは、誠実・公正な勧誘を心掛け、お客さまに対し事実と異なる説明をしたり、誤解を招くことのないよう、研修等を通じて役職員の知識の
向上に努めます。
とちしんは、お客さまにとって不都合な時間帯や迷惑な場所での勧誘は行いません。
金融商品の販売等に係わる勧誘についてご意見やお気づきの点等がございましたら、お近くの窓口までお問い合わせください。

1．

2.

3.

4.
5.



総代会
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信用金庫の会員には出資口数
に関係なく一人一票の議決権
が与えられています。
当金庫では、会員一人ひとりの
意見が経営に反映されるよう、
会員の中から定款の規定に
従い総代選考委員を選出し、
総代選考委員会において会員
の総意を代表する総代を地区
ごとに選任しております。当金
庫では、会員全員による総会に
代えて、この選任された総代で
組織される「総代会制度」を
採用しております。総代会は
当金庫の最高意思決定機関
です。当金庫の役員は、この
総代会で選任されます。

ガバナンスの強化という観点から、組織が健全かつ有効・効率的に運営されるよう所定の基準や手続を定め、それに基づいて
管理する「内部統制システム」の構築を進めるための基本方針として「内部管理基本方針」を策定しております。今後、「内部管理
基本方針」に則り、継続的に内部管理体制の整備を進め、その実効性の確保に努めてまいります。

「内部管理基本方針」の策定

会 員

役員（定款上：理事7人以内、監事3人以内）
●令和5年6月末役員数 9名（理事7名・監事2名）

選任

監査

立
入
り
検
査

臨
店
指
導

業務執行
経営企画委員会

ALM委員会

本部各部室

リスク管理委員会

コンプライアンス顧客保護等管理委員会

うち非常勤（金庫外）役員
2名（理事1名・監事1名）

内部統制

外部監査 監査

助言

会計監査人

リーガルチェック
顧問弁護士等

お客さま・会員の皆さま

本部・営業店15ヵ店

※但し、個人事業者で常時使用する従業員数が300人を超える場合、
または、法人事業者で常時使用する従業員が300人を超え、かつ
資本金が9億円を超える場合には会員になることはできません。

地区を4区の選任区域に分け、各選任区域ごとに総代の定数を定める

（上記2以下の手続を経て）

のいずれかを選択

1. 総代候補者の選考委員の選任
総代会の議決により、選任区域ごとに会員のうちから選考委員を委嘱

選考委員の氏名を店頭に掲示

1. 資格要件　当金庫の会員であること                      
2. 適格要件　①地域における信望が厚く、信用金庫の使命を十分理解している者　②地域の事情に明るく、人格・識見とも優れている者
　　　　　　 ③その他総代会が適格と認めた者

2. 総代候補者の選考
選考委員が総代候補者を選考

総代候補者の氏名を、１週間店頭掲示 左記掲示について下野新聞に公告 異議申出期間（公告後2週間以内）

理事長に報告

1．資格要件　①当金庫の会員であること　②前年度末時点において満75歳以下であること                      
2．適格要件　①総代としてふさわしい見識を有している者　②良識をもって正しい判断ができる者　③人格にすぐれ、金庫の理念・使命を十分理解している者
　　　　　　④その他総代選考委員が適格と認めた者

3. 総代の選任
会員から異議のない場合 選任区域の会員数の1/3以上から異議の

申出があった総代候補者選任区域の会員数の１/3未満から異議の申出があった総代候補者

当該総代候補者が選任区域の総代定数の１/2未満

総代の氏名を店頭に１週間掲示

当該総代候補者が選任区域の総代定数の１/2以上

理事長は総代に委嘱

総代選考委員
選考基準

総代候補者
選考基準

総代が選任されるまでの手続き

総代一覧〈64名〉

会員・総代会制度とコーポレートガバナンス

マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策委員会

■年代別【合計64人】40代：5人、50代：29人、60代：23人、70代：7人
■業種別【合計64人】製造業：12人、建設業：12人、卸売業・小売業：11人、学術研究、専門・技術サービス業：13人、その他：16人

池添　亮　
石塚　高子
植原　和信
大阿久直幸
落合　清　
加藤　正　
関口　佳市
竹澤　榮治
田名網文男
野田　歩

（7）
（4）
（7）
（2）
（7）
（5）
（7）
（5）
（8）
（7）

針谷　哲也
福島　鉄典
松倉　敬士
峰岸　正長
茂呂　健市

（2）
（5）
（7）
（1）
（9）

●第一区15名
会員数 4,492人　会員構成比 27.0％

（令和5年6月末）

会員資格　信用金庫の営業地区内に… ※営業地区は18ページに記載

お住まいの方 お勤めの方 事業所をお持ちの方

最高意思決定機関 総代会（選任された総代で組織） ●定数/50人以上70人以内　任期/3年
●決算事項、理事・監事の選任等重要事項の決議

　他の候補者を選考イ 　欠員（選考を行わない）ロ
イ ロ

板倉　政幸
大阿久岩貴
大木　洋　
大澤　光司
河口　達仁
小池　雅弘
小林　雄一
小又　正和
五月女善重
佐山　謙三

（2）
（1）
（7）
（7）
（4）
（4）
（2）
（7）
（4）
（4）

田村　裕至
塚田　和克
仲田　花絵
中島喜代典
平野　和正
松倉　晃子
松濤　孝佳
森戸　忠広

（7）
（2）
（1）
（4）
（7）
（1）
（4）
（4）

●第二区18名
会員数  4,804人　会員構成比 29.0％

青木　栄久
荒井　学　
石川　尚子
石嶋　洋　
今泉　知明
上野　勝弘
加藤　圭典
児玉　博利
小花　伸子
崎尾　肇

（4）
（7）
（2）
（7）
（6）
（6）
（2）
（4）
（1）
（1）

佐藤としえ
澤田　雄二
篠崎　務
柴田　道夫
関口快太郎
関　雅樹
田村　敬子
野田　和郎
本澤　崇
村上　龍也

（6）
（7）
（1）
（1）
（5）
（4）
（1）
（2）
（1）
（5）

●第三区20名
会員数 4,007人　会員構成比 24.2％

（1）青木　貴之
岩﨑　秀樹
大山　富栄
小野　真
川島　昭光
小井沼幹生
瀬山　昌史
高橋　芳則
田村　正敏
増子　浩司

（2）
（9）
（4）
（1）
（7）
（7）
（1）
（1）
（7）
（5）

松野　直之

●第四区11名
会員数 3,284人　会員構成比 19.8％

※各区五十音順、 敬称は省略させていただきました。　※（　）内の数字は総代就任回数です。

内部監査
監事会（監事全員で構成）

監査部

経営意思
決定機関
職務分掌規程
や決裁権限など
の金庫内規程
を厳格に運用 経営企画委員会（常勤役員で構成）

●経営上の課題取組方針の協議

理事会（当金庫の理事全員によって構成）
●代表理事の選任等金庫の重要事項の決議
●業務執行状況及び重要事項の経過・結果報告
●毎回監事も出席

第74回通常総代会
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37年
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14年
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15年
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19年
19年
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30年
30年
30年
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昭和

平成

令和

有限責任栃木信用組合設立（理事長／佐藤章治）
事務所を栃木町大字栃木372へ移転
毛塚源蔵理事が理事長に就任
事務所を新築、栃木町栃木371へ移転
中島武専務理事が理事長に就任
市街地信用組合法公布、同法により改組（組合長／中島武）
中小企業等協同組合法公布、同法により昭和25年4月改組
信用金庫法公布により栃木信用金庫に改組（理事長／中島武）
藤岡出張所設置
梨本茂治専務理事が理事長に就任
伏木貞治が理事長に就任
大平町支店開設
岩舟支店開設
藤岡出張所を支店へ昇格
大平町支店店舗新築
新栃木支店開設
藤岡支店新築
思川支店開設
駅前支店開設
西支店開設
都賀支店開設
大平南支店開設
伏木貞治理事長が会長に就任
伏木昌二専務理事が理事長に就任
おもちゃのまち支店開設
宇都宮支店開設
岩舟支店新築移転
本店営業部ジャスコ栃木店出張所開設
川原田支店開設
東支店開設
本店増改築
城内支店開設
間々田支店開設
箱森支店開設
大平町支店新築移転
佐野南支店開設
藤岡支店新築移転
宇都宮信用金庫より事業の一部譲り受け（7カ店6出張所）
宇都宮支店を松原支店に名称変更
壬生支店新築移転
駅前支店新築移転
伏木昌二理事長が会長に就任
伏木昌人専務理事が理事長に就任
雀宮支店店舗新築
城内支店を駅前支店に統合
松原支店を材木町支店に統合、「桜通り支店」と名称変更し
新築移転
桜通り支店材木町出張所開設
大工町支店を「馬場通り支店」と名称変更し移転
新栃木支店を本店営業部に統合
江曽島支店新築移転
箱森支店を本店営業部に統合
大平南支店を大平町支店に統合
川原田支店を本店営業部に統合
間々田支店を思川支店に統合
栃木ローンセンター及び宇都宮ローンセンター開設
馬場通り支店を「支店内支店」として宇都宮営業部に移転
西支店を駅前支店に統合
壬生支店をおもちゃのまち支店に統合
馬場通り支店を宇都宮営業部に統合
宇都宮ローンセンターを栃木ローンセンターに統合
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（令和5年6月末）

コンプライアンス顧客
保護等管理委員会

マネー・ローンダリング及び
テロ資金供与対策委員会
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駅
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大
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藤
岡
支
店

佐
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支
店

栃木エリア

ライフサポートグループ

経営サポートグループ

ライフサポートグループ

経営サポートグループ

宇都宮エリア機能特化店グループ

総 代 会

理 事 会 監 事 会

常 勤 監 事

非常勤監事

監 査 報 告 会

非常勤理事

理 事 長常 務 会

賞罰委員会

経営企画委員会

リスク管理委員会

ペイオフ対策部会

B C P 部 会

A L M 委 員 会

人材育成部会
専 務 理 事

常 勤 理 事



店舗・ATMのご案内
全店舗AEDを設置★は全自動貸金庫取扱店舗
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本店営業部 大平町支店駅前支店 ★ 東支店 栃木ローンセンター

藤岡支店 ★ 思川支店都賀支店 岩舟支店

おもちゃのまち支店 桜通り支店 ★佐野南支店 ★ 宇都宮営業部

滝谷町支店 江曽島支店 ★ 雀宮支店 ★

平日   9：00～15：00

3台

栃木市大平町富田1482番地5
平日   9：00～12：00
 　　13：00～15：00

2台

栃木市今泉町2丁目8番33号

平日   9：00～12：00
 　　13：00～15：00
（昼休 12：00～13：00）

（昼休 12：00～13：00）

2台

栃木市岩舟町静1156番地1
平日   9：00～12：00
 　　13：00～15：00

（昼休 12：00～13：00）

1台

小山市大字大行寺974番地10
平日   9：00～12：00
 　　13：00～15：00

（昼休 12：00～13：00）

1台

栃木市都賀町家中2332番地9
平日   9：00～12：00
 　　13：00～15：00

（昼休 12：00～13：00）

2台

栃木市藤岡町藤岡1172番地

平日   9：00～12：00
 　　13：00～15：00

（昼休 12：00～13：00）

1台

下都賀郡壬生町若草町1番31号
平日   9：00～12：00
 　　13：00～15：00

（昼休 12：00～13：00）

1台

佐野市北茂呂町1番地11

平日   9：00～12：00
 　　13：00～15：00

（昼休 12：00～13：00）

2台

宇都宮市滝谷町13番13号
平日   9：00～12：00
 　　13：00～15：00

（昼休 12：00～13：00）

1台

宇都宮市大和1丁目8番24号

平日   9：00～12：00
 　　13：00～15：00

（昼休 12：00～13：00）

2台

宇都宮市桜2丁目7番16号

平日   9：00～15：00

3台

栃木市境町21番22号
平日   9：00～15：00窓 口

ATM

窓 口

ATM

窓 口

ATM

窓 口

ATM

窓 口

ATM

窓 口

ATM

窓 口

ATM

窓 口

ATM

窓 口

ATM

窓 口

ATM

窓 口

ATM

窓 口

ATM

窓 口

ATM

窓 口

ATM

窓 口

ATM2台

栃木市万町9番28号

平日   9：00～15：00

2台

宇都宮市中央1丁目9番4号

平日   9：00～15：00

2台

宇都宮市高砂町1番9号

■栃木ローンセンター

■ATM

相談受付窓口
● 平日 （火・水・木・金） 
　9：00～15：00
● 土曜日（要予約）
　10：00～16：00
● 休業日
　日曜日、月曜日、月～金曜日の祝日、
　年末年始（12月31日～1月3日）
　但し、月曜日が祝日の場合は
　火曜日が休業日

● 平日　　　    8：00～19：00
● 土・日・祝日　9：00～17：00



当庫・他信用金庫のカード
とちまるネット（※1）
ゆうちょ銀行のカード
上記以外の金融機関（※2）
当庫・他信用金庫のカード
とちまるネット（※1）
ゆうちょ銀行のカード
上記以外の金融機関（※2）
当庫・他信用金庫のカード
とちまるネット（※1）
ゆうちょ銀行のカード
上記以外の金融機関（※2）
当庫・他信用金庫のカード
とちまるネット（※1）
ゆうちょ銀行のカード
上記以外の金融機関（※2）
当庫・他信用金庫のカード
とちまるネット（※1）
ゆうちょ銀行のカード
上記以外の金融機関（※2）
当庫・他信用金庫のカード
とちまるネット（※1）
ゆうちょ銀行のカード
上記以外の金融機関（※2）

（※1）とちまるネット…右記の金融機関のキャッシュカードが対象。 ●足利銀行　●佐野信用金庫　●大田原信用金庫　●烏山信用金庫　●真岡信用組合　●那須信用組合
　　　  佐野信用金庫・大田原信用金庫・烏山信用金庫は「信用金庫のカード」の時間、手数料が優先となります。
　　　  足利銀行のカードではお預入れできません。
（※2）入金ネット加盟金融機関のみお預入れ可能です。

8：00 8：45 17：00 18：00 19：00 21：009：00 14：00

お
預
入
れ

お
引
出
し

お
預
入
れ

お
引
出
し

お
預
入
れ

お
引
出
し

日 曜・祝 日

110円
220円
220円

220円
220円
110円

110円

220円

110円
110円

無料

110円

110円
110円

110円

110円
110円

無料

110円

無料
無料

110円

110円

110円

110円

220円
220円
110円
110円
220円

220円
220円
110円
110円

110円
110円

220円

220円
220円

220円
220円

平 日

土 曜 日

ATM利用手数料

110円
110円

足利銀行をはじめ、県内7つの提
携金融機関のキャッシュカードが
ATM利用手数料無料でご利用
いただけます。

個人用キャッシュカード
をお持ちの方へ

〈ご注意〉・個人の口座のみ
・出金は千円単位

とちまるネットとちまるネット

しんきんキャッシュカードは、全国の信用金庫ATMで
平日の手数料が無料でご利用できます。

平日 8：45～18：00

ゼロネットタイム内では手数料無料にて
入出金がご利用可能

サービス時間帯

お引出し・お預入れ

0：00～24：00
8：00～24：00

平日、土曜日、祝日
日曜日

110円
110円

・セブン銀行ATMのご利用は個人の口座のみです。
・日曜日と祝日が重なる場合は、日曜日のご利用時間と
　なります。

・一部の信用金庫では、土曜日の手数料が無料となる
　時間帯があります。

当金庫カードでのセブン銀行、ローソン銀行ATM
ご利用時間及びご利用手数料

24時間営業（平日、土曜日、祝日）

栃木市役所出張所 駅前支店西出張所イオン栃木店出張所 かましん栃木平柳店出張所
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ATM 平日 8：30～19：00
土・日・祝日
　  10：00～19：00

ATM 平日 9：00～21：00
土・日・祝日
　　 9：00～21：00

ATM 平日 8：00～19：00
土・日・祝日
　　 9：00～17：00

ATM 平日 9：30～21：00
土・日・祝日
　　 9：30～21：00

（令和5年6月末現在）営業地区及び店舗

■店舗
栃木市、小山市、壬生町、
佐野市、宇都宮市

■営業地区
【栃木県】
栃木市、小山市、壬生町、佐野市、宇都宮市、鹿沼市、下野市、
上三川町、真岡市、益子町、市貝町、芳賀町、高根沢町、
さくら市、矢板市、塩谷町、日光市、足利市、野木町
【群馬県】
館林市、板倉町

通帳・お届印・キャッシュカード紛失時の連絡先

※IP電話等で繋がらない場合
0120-55-1350 03-6433-0641TEL

220円
220円

220円
220円



１．金庫の概況及び組織に関する事項 
 （１）事業の組織 （本編 p.16）
 （２）理事及び監事の氏名及び役職名 （本編 p.04）
 （３）会計監査人の氏名又は名称 (p.03）
 （４）事務所の名称及び所在地 （本編裏表紙）
２．金庫の主要な事業の内容 （本編 p.04）
３．金庫の主要な事業に関する事項  
 （１）直近の事業年度における事業の概況 （本編 p.05）
 （２）直近の５事業年度における主要な事業の状況を示す指標 　　 
  ①経常収益 （p.06）
  ②経常利益又は経常損失 （p.06）
  ③当期純利益又は当期純損失 （p.06）
  ④出資総額及び出資総口数 （p.06）
  ⑤純資産額 （p.06）
  ⑥総資産額 （p.06）
  ⑦預金積金残高 （p.06）
  ⑧貸出金残高 （p.06）
  ⑨有価証券残高 （p.06）
  ⑩単体自己資本比率 （p.06）
  ⑪出資に対する配当金 （p.06）
  ⑫職員数 （p.06）
 （３）直近の２事業年度における事業の状況を示す指標 
  ①主要な業務の状況を示す指標  
   イ  業務粗利益及び業務粗利益率 （p.06）
   ロ  資金運用収支、役務取引等収支及び　　　　　　　　
   　  その他業務収支 （p.06）
   ハ  業務純益 （p.06）
   ニ  資金運用勘定並びに資金調達勘定の平均残高、
　　　　　  利息、利回り及び資金利鞘 （p.06）
   ホ  受取利息及び支払利息の増減 （p.07）
   ヘ  総資産経常利益率 （p.07）
    ト  総資産当期純利益率 （p.07）
  ②預金に関する指標  
   イ  流動性預金、定期性預金、譲渡性預金
   　  その他の預金の平均残高 （p.07）
   ロ  固定金利定期預金、変動金利定期預金及び
   　  その他の区分ごとの定期預金の残高 （p.07）
  ③貸出金等に関する指標  
   イ  手形貸付、証書貸付、当座貸越及び
     　割引手形の平均残高 （p.07）
   ロ  固定金利及び変動金利の区分ごとの
   　  貸出金の残高 （p.07）
   ハ  担保の種類別の貸出金残高及び
   　  債務保証見返額 （p.08）
   ニ  使途別の貸出金残高 （p.08）
   ホ  業種別の貸出金残高及び貸出金の総額に
   　  占める割合 （p.08）
   ヘ  預貸率の期末値及び期中平均値 （p.09）
  ④有価証券に関する指標  
   イ  商品有価証券の種類別の平均残高 （p.10）
   ロ  有価証券の種類別の残存期間別の残高 （p.10）
   ハ  有価証券の種類別の平均残高 （p.10）
   ニ  預証率の期末値及び期中平均値 （p.09）

４.金庫の事業の運営に関する事項  
 （１）リスク管理の態勢 （本編 p.13）
 （２）法令遵守の体制 （本編 p.13）
 （３）中小企業の経営の改善及び地域の活性化のための
　　　取組の状況 （本編 p.07）
 （４）金融ADR制度への対応 （本編 p.14）
５.金庫の直近の２事業年度における財産の状況に関する事項 
 （１）貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分計算書 （p.02～05）
 （２）金庫の有する債権のうち次に掲げるものの額及び
　　  ①～④までに掲げるものの合計額
  ①破産更生債権及びこれらに準ずる債権 （p.09）
  ②危険債権 （p.09）
  ③三月以上延滞債権(貸出金のみ） （p.09）
  ④貸出条件緩和債権(貸出金のみ） （p.09）
  ⑤正常債権 （p.09）
 （３）自己資本の充実の状況 （p.13～19）
 （４）次に掲げるものに関する取得価額又は契約価額、
  時価及び評価損益
  ①有価証券 （p.10～11）
  ②金銭の信託 （p.11）
  ③信用金庫法施行規則第102条第1項第5号に
 　　  掲げる取引 （p.11）
 （５）貸倒引当金の期末残高及び期中の増減額 （p.09）
 （６）貸出金償却の額 （p.09）
 （７）会計監査人による監査 （p.03）
６.報酬等に関する事項 （p.12）

資料編 TOCHIGI SHINKIN
ANNUAL REPORT 2023

開示項目一覧
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■本編は当金庫ホームページよりご覧いただけます。



科　　目 令和5年3月31日現在科　　目
貸借対照表　資産の部 貸借対照表　負債及び純資産の部 （単位：百万円）

合　　計 合　　計

令和5年3月31日現在
（単位：百万円）

現金
預け金
買入手形
コールローン
買現先勘定
債券貸借取引支払保証金
買入金銭債権
金銭の信託
商品有価証券
　商品国債
　商品地方債
　商品政府保証債
　その他の商品有価証券
有価証券
　国債
　地方債
　短期社債
　社債
　株式
　その他の証券
貸出金
　割引手形
　手形貸付
　証書貸付
　当座貸越
外国為替
　外国他店預け
　外国他店貸
　買入外国為替
　取立外国為替
その他資産
　未決済為替貸
　信金中金出資金
　前払費用
　未収収益
　先物取引差入証拠金
　先物取引差金勘定
　保管有価証券等
　金融派生商品
　金融商品等差入担保金
　リース投資資産
　その他の資産
有形固定資産
　建物
　土地
　リース資産
　建設仮勘定
　その他の有形固定資産
無形固定資産
　ソフトウェア
　のれん
　リース資産
　その他の無形固定資産
前払年金費用
繰延税金資産
再評価に係る繰延税金資産
債務保証見返
貸倒引当金
　（うち個別貸倒引当金）
その他の引当金

預金積金
　当座預金
　普通預金
　貯蓄預金
　通知預金
　定期預金
　定期積金
　その他の預金
譲渡性預金
借用金
　借入金
　当座借越
　再割引手形
売渡手形
コールマネー
売現先勘定
債券貸借取引受入担保金
コマーシャル・ペーパー
外国為替
　外国他店預り
　外国他店借
　売渡外国為替
　未払外国為替
その他負債
　未決済為替借
　未払費用
　給付補填備金
　未払法人税等
　前受収益
　払戻未済金
　払戻未済持分
　職員預り金
　先物取引受入証拠金
　先物取引差金勘定
　借入商品債券
　借入有価証券
　売付商品債券
　売付債券
　金融派生商品
　金融商品等受入担保金
　リース債務
　資産除去債務
　その他の負債
賞与引当金
役員賞与引当金
退職給付引当金
役員退職慰労引当金
偶発損失引当金
睡眠預金払戻損失引当金
特別法上の引当金
　金融商品取引責任準備金
繰延税金負債
再評価に係る繰延税金負債
債務保証
負債の部合計
出資金
　普通出資金
　優先出資金
優先出資申込証拠金
資本剰余金
　資本準備金
　その他資本剰余金
利益剰余金
　利益準備金
　その他利益剰余金
　　特別積立金
　　当期未処分剰余金
　 （又は当期未処理損失金）
処分未済持分
自己優先出資
自己優先出資申込証拠金
会員勘定合計
その他有価証券評価差額金
繰延ヘッジ損益
土地再評価差額金
評価・換算差額等合計
純資産の部合計

2,683
101,491

̶
̶
̶
̶
7
̶
̶
̶
̶
̶
̶

45,956
23,566
4,265
̶

2,810
237

15,075
125,114

466
11,502
109,520
3,625
̶
̶
̶
̶
̶

1,276
42
991
̶
162
̶
̶
̶
̶
̶
̶
80

3,630
898
2,226
220
̶
284
43
21
̶
8
13
9

543
̶
74

△841
△761
△0

279,990

令和4年3月31日現在
7,040

109,025
̶
̶
̶
̶
14
̶
̶
̶
̶
̶
̶

41,530
19,821
4,449
̶

2,543
237

14,478
122,274

551
11,169
106,225
4,328
̶
̶
̶
̶
̶

1,482
45
991
̶
163
̶
̶
̶
̶
̶
̶
282
3,901
920
2,560
123
̶
297
33
20
̶
̶
13
5

345
̶
112

△675
△564
△0

285,092

275,250
2,929

168,097
279
16

100,433
2,177
1,317
̶
726
726
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
821
88
138
0
6
59
2
2
0
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
248
7

267
79
̶
̶
209
31
35
̶
̶
̶
̶
74

277,228
1,551
1,551
̶
̶
̶
̶
̶

3,449
664
2,784
2,577
207

△0
̶
̶

4,999
△2,238

̶
̶

△2,238
2,761

279,990

令和4年3月31日現在
278,793
2,990

165,288
282
17

106,461
2,424
1,328
̶

1,335
1,335
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
706
84
118
0
6
58
2
1
0
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
129
7

297
81
̶
̶
189
26
26
̶
̶
̶
̶
112

281,271
1,553
1,553
̶
̶
̶
̶
̶

3,287
652
2,634
2,481
153

̶
̶
̶

4,840
△1,020

̶
̶

△1,020
3,820

285,092

2



経常収益   
　資金運用収益  
　　貸出金利息 
　　預け金利息 
　　買入手形利息 
　　コールローン利息 
　　買現先利息 
　　債券貸借取引受入利息 
　　有価証券利息配当金 
　　金利スワップ受入利息 
　　その他の受入利息 
　役務取引等収益 
　　受入為替手数料 
　　その他の役務収益 
　その他業務収益 
　　外国為替売買益 
　　商品有価証券売買益 
　　国債等債券売却益 
　　国債等債券償還益 
　　金融派生商品収益 
　　その他の業務収益 
　その他経常収益 
　　貸倒引当金戻入益 
　　償却債権取立益 
　　株式等売却益 
　　金銭の信託運用益 
　　その他の経常収益 
経常費用   
　資金調達費用  
　　預金利息 
　　給付補填備金繰入額 
　　譲渡性預金利息 
　　借用金利息 
　　売渡手形利息 
　　コールマネー利息 
　　売現先利息 
　　債券貸借取引支払利息 
　　コマーシャル・ペーパー利息 
　　金利スワップ支払利息 
　　その他の支払利息 
　役務取引等費用 
　　支払為替手数料 
　　その他の役務費用 
　その他業務費用 
　　外国為替売買損 
　　商品有価証券売買損 
　　国債等債券売却損 
　　国債等債券償還損 
　　国債等債券償却 
　　金融派生商品費用 
　　その他の業務費用 
　経費  
　　人件費 
　　物件費 
　　税金 
　その他経常費用 
　　貸倒引当金繰入額 
　　貸出金償却 
　　株式等売却損 
　　株式等償却 
　　金銭の信託運用損 
　　その他資産償却 
　　その他の経常費用 
経常利益 
特別利益   
　固定資産処分益
　負ののれん発生益
　金融商品取引責任準備金取崩額
　その他の特別利益 
特別損失   
　固定資産処分損
　減損損失  
　金融商品取引責任準備金繰入額
　その他の特別損失
税引前当期純利益
法人税、住民税及び事業税 
法人税等調整額  
法人税等合計
当期純利益
繰越金（当期首残高）
………積立金取崩額
当期末処分剰余金

令和4年4月1日から
令和5年3月31日まで

期　別科　目

損益計算書 （単位：百万円）

当期未処分剰余金
（△は当期未処理損失金）
  繰越金
  当期純利益（△は当期純損失）
積立金取崩額
　特別積立金取崩額
剰余金処分額
　利益準備金
　普通出資に対する配当金

　優先出資に対する配当金
　事業の利用分量に対する配当金
　特別積立金
繰越金（当期末残高）

剰余金処分計算書 （単位：円）

会計監査人による監査

令和4年4月1日から
令和5年3月31日まで

期　別科　目

令和5年6月23日開催の第74回通常総代会において、下記のとおり報告並びに決議
事項が付議されました。なお、決議事項については、全て原案のとおり承認可決
されております。

記

第96期（令和4年4月1日から令和5年3月31日）
業務報告、貸借対照表、損益計算書、附属明細書の内容報告の件

第96期（令和4年4月1日から令和5年3月31日）剰余金処分計算書案の
承認の件
理事選任の件
監事選任の件
退任理事への退職慰労金贈呈の件
破綻先等債務者会員の除名の件
所在不明会員の除名の件

〈報告事項〉

〈決議事項〉
第1号議案

第2号議案
第3号議案
第4号議案
第5号議案
第6号議案

第74回通常総代会の決議内容

確認書

確　認　書

令和4年度における貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分計算書（以下、「財務
諸表」という。）並びに財務諸表作成に係る内部監査等について適正性・有効性等を
確認しております。
　令和5年6月23日

栃木信用金庫
理事長 伏木　昌人

3,820
2,640
2,208
116
̶
̶
̶
̶
286
̶
29
255
106
149
468
̶
̶
422
̶
̶
45
456
̶
215
̶
̶
240
3,834
32
29
0
̶
3
̶
̶
̶
̶
̶
̶
0

408
43
365
876
̶
̶
876
̶
̶
̶
0

2,179
1,448
656
75
336
246
2
0
26
̶
7
53

△14
1
1
̶
̶
̶
0
0
̶
̶
0

△14
6

△198
△191
177
30
̶
207

令和3年4月1日から
令和4年3月31日まで

3,082
2,759
2,187
82
̶
̶
̶
̶
460
̶
29
266
115
150
41
̶
̶
9
̶
̶
32
14
̶
1
6
̶
6

2,922
35
30
0
̶
4
̶
̶
̶
̶
̶
̶
0

407
52
354
84
̶
̶
84
̶
̶
̶
0

2,199
1,417
705
76
195
157
1
1
̶
̶
4
30
160
̶
̶
̶
̶
̶
40
28
8
̶
2

119
6

△5
0

118
34
̶
153

207,620,116

30,099,897
177,520,219

－
－

175,516,774
18,000,000
15,516,774
（年1.0％）

－
－

142,000,000
32,103,342

令和3年4月1日から
令和4年3月31日まで

153,635,071

34,964,599
118,670,472

－
－

123,535,174
12,000,000
15,535,174
（年1.0％）

－
－

96,000,000
30,099,897

令和5年6月23日開催の第74回通常総代会で承認を得た貸借対照表、損益計算書
及び剰余金処分計算書は、信用金庫法第38条の2第3項の規定に基づき、栃木監査
法人の監査を受けております。
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貸借対照表の注記
　記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
　有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法（定額法）、その他有価証
券については、時価法（売却原価は主として移動平均法により算定）、ただし市場価格のない株式等については
移動平均法による原価法により行っております。なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直
入法により処理しております。
　有形固定資産(リース資産を除く)の減価償却は、定率法（ただし、平成10年４月１日以後に取得した建物（建物
附属設備を除く。）並びに平成28年４月１日以後に取得した建物附属設備及び構築物については定額法）を採用
しております。
また、主な耐用年数は次のとおりであります。
　建　物　 14年～47年
　その他　   4年～20年
　無形固定資産(リース資産を除く)の減価償却は、定額法により償却しております。なお、自金庫利用のソフト
ウェアについては、金庫内における利用可能期間（主として5年）に基づいて償却しております。
　所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る「有形固定資産」（及び「無形固定資産」）中のリース資産の減価
償却は、リース期間を耐用年数とした定額法により償却しております。なお、残存価額については、リース契約上
に残価保証の取決めがあるものは当該残価保証額とし、それ以外のものは零としております。
　外貨建資産・負債は、決算日の為替相場による円換算額を付しております。
　貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。
　破産、特別清算等法的に経営破綻の事実が発生している債務者（以下「破綻先」という。）に係る債権及びそれ
と同等の状況にある債務者（以下「実質破綻先」という。）に係る債権については、以下のなお書きに記載されて
いる直接減額後の帳簿価額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額を
計上しております。また、現在は経営破綻の状況にないが、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債
務者（以下「破綻懸念先」という。）に係る債権については、債権額から、担保の処分可能見込額及び保証による
回収可能見込額を控除し、その残額のうち、債務者の支払能力を総合的に判断し必要と認める額を計上しており
ます。
　上記以外の債権については、主として今後1年間の予想損失額又は今後3年間の予想損失額を見込んで計上
しており、予想損失額は、1年間又は3年間の貸倒実績を基礎とした貸倒実績率の過去の一定期間における平均
値に基づき損失率を求め算定しております。
　すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署が資産査定を実施し、当該部署から独立した
資産監査部署が査定結果を監査しており、その査定結果に基づいて上記の引当を行っております。
　なお、破綻先及び実質破綻先に対する担保・保証付債権等については、債権額から担保の評価額及び保証に
よる回収が可能と認められる額を控除した残額を取立不能見込額として債権額から直接減額しており、その金額
は77百万円であります。
　賞与引当金は、職員への賞与の支払いに備えるため、職員に対する賞与の支給見込額のうち、当事業年度に
帰属する額を計上しております。
　退職給付引当金及び前払年金費用は、職員の退職給付に備えるため、企業会計基準適用指針第25号「退職
給付会計に関する会計基準の適用指針」（平成27年3月26日）に定める簡便法（直近の年金財政計算上の数理
債務をもって退職給付債務とする方法）により、当事業年度末における必要額を計上しております。
　当金庫は、複数事業主（信用金庫等）により設立された企業年金制度（総合設立型厚生年金基金）に加入して
おり、当金庫の拠出に対応する年金資産の額を合理的に計算することができないため、当該企業年金制度への
拠出額を退職給付費用として処理しております。
　なお、当該企業年金制度全体の直近の積立状況及び制度全体の拠出等に占める当金庫の割合並びにこれら
に関する補足説明は次のとおりであります。
　①制度全体の積立状況に関する事項（令和4年3月31日現在）
　　年金資産の額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  1,740,569百万円
　　年金財政計算上の数理債務の額と最低責任準備金の額との合計額　1,807,426百万円
　　差引額　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   △66,857百万円
　②制度全体に占める当金庫の掛金拠出割合
　　令和4年3月31日現在　　0.1874％
　③補足説明
　上記①の差引額の主な要因は、年金財政計算上の過去勤務債務残高162,618百万円であります。本制度
における過去勤務債務の償却方法は期間19年0月の元利均等定率償却であり、当金庫は、当事業年度の
財務諸表上、当該償却に充てられる特別掛金37百万円を費用処理しております。
　なお、特別掛金の額は、予め定められた掛金率を掛金拠出時の標準給与の額に乗じることで算定される
ため、上記②の割合は当金庫の実際の負担割合とは一致しません。

　役員退職慰労引当金は、役員への退職慰労金の支払いに備えるため、役員に対する退職慰労金の支給見積額
のうち、当事業年度末までに発生していると認められる額を計上しております。
　 睡眠預金払戻損失引当金は、負債計上を中止した預金について、預金者からの払戻請求に備えるため、将来
の払戻請求に応じて発生する損失を見積り、必要と認める額を計上しております。
　偶発損失引当金は、信用保証協会への負担金の支払いに備えるため、将来の負担金支払見込額を計上して
おります。
　消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
　ただし、有形固定資産に係る控除対象外消費税等は「その他の資産」に計上し、5年間で均等償却を行っており
ます。
　役務取引等収益は、役務提供の対価として収受する収益であり、内訳として「受入為替手数料」「その他の受入
手数料」「その他の役務取引等収益」があります。このうち、受入為替手数料は、為替業務から収受する受入手数料
であり、送金、代金取立等の内国為替業務に基づくものであります。
　  為替業務及びその他の役務取引等にかかる履行義務は、通常、対価の受領と同時期に充足されるため、原則と
して、一時点で収益を認識しております。貸金庫に係る固定利用料等については、契約負債を前受収益として計上
し利用期間に按分しておりますが、履行義務の充足が1年超となる取引はありません。
　会計上の見積りにより当事業年度に係る財務諸表にその額を計上した項目であって、翌事業年度に係る財務
諸表に重要な影響を及ぼす可能性があるものは、次のとおりです。
　【貸倒引当金】　841百万円
　貸倒引当金の算出方法は、重要な会計方針として7.に記載しております。
　主要な仮定は、「債務者区分の判定における貸出先の将来の業績見通し」であります。「債務者区分の判定に
おける貸出先の将来の業績見通し」は、各債務者の収益獲得能力を個別に評価し、設定しております。
　なお、個別貸出先の業績変化等により、当初の見積りに用いた仮定が変化した場合は、翌事業年度に係る財務
諸表における貸倒引当金に重要な影響を及ぼす可能性があります。
　【繰延税金資産】　543百万円
　繰延税金資産の認識は、将来の事業計画に基づく課税所得の発生時期及び金額によって見積っております。
当該見積りは、将来の不確実な経済条件の変動などによって影響を受ける可能性があり、実際に発生した課税
所得の時期及び金額が見積りと異なった場合、翌事業年度の財務諸表において、繰延税金資産の金額に重要な
影響を与える可能性があります。
　理事及び監事との間の取引による理事及び監事に対する金銭債権総額24百万円
　有形固定資産の減価償却累計額3,846百万円

　信用金庫法及び金融機能の再生のための緊急措置に関する法律に基づく債権は次のとおりであります。なお、
債権は、貸借対照表の「有価証券」中の社債（その元本の償還及び利息の支払の全部又は一部について保証し
ているものであって、当該社債の発行が有価証券の私募（金融商品取引法第２条第３項）によるものに限る。）、
貸出金、外国為替、「その他資産」中の未収利息及び仮払金並びに債務保証見返の各勘定に計上されるもの並び
に注記されている有価証券の貸付けを行っている場合のその有価証券（使用貸借又は賃貸借契約によるもの
に限る。）であります。
　　破産更生債権及びこれらに準ずる債権額　    508百万円
　　危険債権額　　　　　　　　　　　　   　2,207百万円
　　三月以上延滞債権額　　　　　　　　　 　 　 －百万円
　　貸出条件緩和債権額　　　　　　　　   　　323百万円
　　合計額　　　　　　　　　　　　　　 　  3,039百万円
　破産更正債権及びこれらに準ずる債権とは、破産手続開始、更正手続開始、再生手続開始の申立て等の事由
により経営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権であります。
　危険債権とは、債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績が悪化し、契約に従った
債権の元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債権で破産更正債権及びこれらに準ずる債権に
該当しないものであります。
　三月以上延滞債権とは、元本及び利息の支払が約定支払日の翌日から三月以上遅延している貸出金で破産
更正債権及びこれらに準ずる債権並びに危険債権に該当しないものであります。
　貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、
元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破産更正債権及びこれらに
準ずる債権、危険債権並びに三月以上延滞債権に該当しないものであります。
　なお、上記債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。
　手形割引は、業種別監査委員会実務指針第24号に基づき金融取引として処理しております。これにより受け
入れた銀行引受手形、商業手形、荷付為替手形及び買入外国為替等は、売却又は（再）担保という方法で自由に
処分できる権利を有しておりますが、その額面金額は466百万円であります。
　担保に供している資産は次のとおりであります。
　担保に供している資産　　有価証券　　300百万円
　　　　　　　　　　　　  預け金　 14,007百万円
　担保資産に対応する債務　借用金　　　726百万円
　出資１口当たりの純資産額89円04銭
　金融商品の状況に関する事項
（1）金融商品に対する取組方針

　当金庫は、預金業務、融資業務および市場運用業務などの金融業務を行っております。このため、金利変動
による不利な影響が生じないように、資産及び負債の総合的管理（ALM）をしております。

（2）金融商品の内容及びそのリスク
　当金庫が保有する金融資産は、主として事業地区内のお客さまに対する貸出金です。
　また、有価証券は、主に債券、投資信託及び株式であり、満期保有目的、純投資目的及び事業推進目的で
保有しております。
　これらは、それぞれ発行体の信用リスク及び金利の変動リスク、市場価格の変動リスクに晒されております。
　外貨建有価証券については、為替の変動リスクに晒されております。
一方、金融負債は主としてお客さまからの預金であり、流動性リスク及び金利の変動リスクに晒されており
ます。

（3）金融商品に係るリスク管理体制
①信用リスクの管理
　当金庫は、信用リスクに関する諸規程に従い、貸出金について、個別案件ごとの与信審査、個社別与信
管理、問題債権への対応など与信管理に関する体制を整備し運営しております。
　これらの与信管理は、各営業店のほかリスク管理部により行われ、定期的に経営陣によるリスク管理
委員会や理事会を開催し、審議・報告を行っております。
　さらに、与信管理の状況については、監査部がチェックしております。
　有価証券の発行体の信用リスクに関しては、リスク管理部において、信用情報や時価の把握を定期的
に行うことで管理しております。

②市場リスクの管理
（ⅰ）金利リスクの管理

　当金庫は、ALMによって金利の変動リスクを管理しております。
　ALM委員会規程及び市場リスク管理規程において、リスク管理方法や手続等を定めており、ALM
委員会での議論の結果を踏まえ、リスク管理委員会や理事会において実施状況の把握・確認、今後の
対応等の協議を行っております。
　日常的にはリスク管理部において金融資産及び負債の金利や期間を総合的に把握し、金利感応度
分析等によりモニタリングを行い、月次ベースでALM委員会及びリスク管理委員会に報告しており
ます。

（ⅱ）為替リスクの管理
　当金庫は、為替の変動リスクに関して、個別の案件ごとに管理しており、感応度分析や時価の把握を
定期的に行うことで管理しております。

（ⅲ）価格変動リスクの管理
　有価証券を含む市場運用商品の保有については、リスク管理委員会や常務会の監督の下、ALM委員
会規程及び市場リスク管理規程に従い行われております。
　このうち、経営企画部では、市場運用商品の購入を行っており、事前審査、投資限度額の設定のほか、
継続的なモニタリングを通じて、価格変動リスクの軽減を図っております。
　これら市場運用商品の多くは純投資目的で保有しているものであり、時価情報や信用情報をモニタ
リングし、ALM委員会及びリスク管理委員会、理事会において定期的に報告されております。

（ⅳ）市場リスクに係る定量的情報
　当金庫では、「有価証券」のうち債券、上場株式、投資信託及び、「預け金」、「貸出金」、「預金積金」、
「借用金」の市場リスク量をＶａＲ（バリュー・アット・リスク）により月次で計測し、取得したリスク量がリスク
限度額の範囲内になるよう管理しております。
　当金庫のＶａＲは分散共分散法（保有期間120日、信頼区間99％、観測期間5年）により算出しており、
当事業年度の決算日現在で当金庫の市場リスク量（損失額の推計値）は、全体で2,697百万円です。
ただし、ＶａＲは過去の相場変動をベースに統計的に算出した一定の発生確率での市場リスク量を計測
しており、通常では考えられないほど市場環境が激変する状況下におけるリスクは捕捉できない場合が
あります。

③資金調達に係る流動性リスクの管理
　当金庫は、ALMを通して、適時に資金管理を行うほか、資金調達手段の多様化、市場環境を考慮した
長短の調達バランスの調整などによって、流動性リスクを管理しております。

（4）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、
当該価額が異なることもあります。
　なお、一部の金融商品については、簡便な計算により算出した時価に代わる金額を含めて開示しております。

　金融商品の時価等に関する事項
　令和5年3月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額は、次のとおりであります（時価の算定
方法については（注1）参照）。なお、市場価格のない株式等及び組合出資金は次表には含めておりません
（（注2）参照）。また、現金は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似することから、注記を省略しており
ます。
　なお、重要性の乏しい科目については記載を省略しております。

（＊1）預け金、貸出金、預金積金、借用金の「時価」には、「簡便な計算により算出した時価に代わる金額」が含まれて
　おります。
（＊2）貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。
（＊3）その他資産・負債に計上しているデリバティブ取引を一括して表示しております。
　　デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目
　については（　）で表示しております。
（＊4）その他有価証券には、企業会計基準適用指針第31号「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（令和3年
　6月17日）第24-3項及び第24-9項の基準価額を時価とみなす取扱いを適用した投資信託が含まれております。
（注1）金融商品の時価等の算定方法
金融資産
 （1）預け金
　満期のない預け金については、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。満期のある預け金は市場金利で割り引いた現在価値を時価に変わる金額として記載しております。

（2）有価証券
　株式は取引所の価格、債券は取引所の価格又は取引金融機関から提示された価格によっております。
投資信託は取引所の価格又は公表されている基準価額によっております。

（3）貸出金
　貸出金は、以下の合計額から、貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除する方法に
より算定し、その算出結果を時価に代わる金額として記載しております。
①　破綻懸念先債権、実質破綻先債権及び破綻先債権等、将来キャッシュ・フローの見積りが困難な債権に
ついては、貸借対照表中の貸出金勘定に計上している額（貸倒引当金控除前の額。以下「貸出金計上額」と
いう。）
②　①以外の債権については、貸出金の期間に基づく区分ごとに、元利金の合計額を市場金利で割り引いた
　価額

金融負債
（1）預金積金

　要求払預金については、決算日に要求された場合の支払額（帳簿価額）を時価とみなしております。また、
定期預金の時価は、一定の期間ごとに区分して、将来のキャッシュ・フローを割り引いて現在価値を算定し、
その算出結果を時価に代わる金額として記載しております。その割引率は市場金利を用いております。

（2）借用金
　借用金は、一定の期間ごとに区分した元利金の合計額を市場金利で割り引いて現在価値を算定し、その
算出結果を時価に代わる金額として記載しております。

（注2）市場価格のない株式等及び組合出資金の貸借対照表計上額は次のとおりであり、金融商品の時価情報
　　には含まれておりません。 

（＊1）上記の非上場株式及び信金中金出資金、その他の証券については、企業会計基準適用指針第19号「金融商
　品の時価等の開示に関する適用指針」（令和2年3月31日）第5項に基づき、時価開示の対象としておりません。
（＊2）当事業年度において、非上場株式について26百万円減損処理を行っております。
（注3）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

（＊）貸出金のうち、期間の定めがないもの等は含めておりません。
（注4）借用金及びその他の有利子負債の決算日後の返済予定額

（＊）預金積金のうち、要求払預金など期間の定めがないもの等は含めておりません。
　有価証券の時価及び評価差額等に関する事項は次のとおりであります。これらには、「国債」、「地方債」、「短期
社債」、「社債」、「株式」、「その他の証券」が含まれております。以下、28．まで同様であります。
売買目的有価証券
　該当ございません。

満期保有目的の債券

その他有価証券

　当事業年度中に売却した満期保有目的の債券　
　　該当ございません。
　当事業年度中に売却したその他有価証券

　減損処理を行った有価証券（市場価格の無い株式等及び組合出資金を除く）
　　該当ございません。
　運用目的の金銭の信託
　　該当ございません。
　満期保有目的の金銭の信託
   　該当ございません。
　その他の金銭の信託（運用目的及び満期保有目的以外）
   　該当ございません。
　当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資実行の申し出を受けた場合に、
契約上規定された条件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸付けることを約する契約であり
ます。これらの契約に係る融資未実行残高は14,544百万円であります。このうち契約残存期間が１年以内の
ものが6,192百万円あります。
　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳は、それぞれ以下の通りであります。

　企業会計基準第29号「収益認識に関する会計基準」（令和2年3月31日）に基づく契約資産等の金額は、他の
資産等と区分表示しておりません。当事業年度末の契約資産、顧客との契約から生じた債権及び契約負債の
金額は、それぞれ以下のとおりであります。
　　契約資産
　　顧客との契約から生じた債権
　　契約負債　
　会計方針の変更
　企業会計基準適用指針第31号「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（令和３年６月17日。以下「時価算
定会計基準適用指針」という。）を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第27-2項に定め
る経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用して
おります。

以上
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24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

　記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
　有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法（定額法）、その他有価証
券については、時価法（売却原価は主として移動平均法により算定）、ただし市場価格のない株式等については
移動平均法による原価法により行っております。なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直
入法により処理しております。
　有形固定資産(リース資産を除く)の減価償却は、定率法（ただし、平成10年４月１日以後に取得した建物（建物
附属設備を除く。）並びに平成28年４月１日以後に取得した建物附属設備及び構築物については定額法）を採用
しております。
また、主な耐用年数は次のとおりであります。
　建　物　 14年～47年
　その他　   4年～20年
　無形固定資産(リース資産を除く)の減価償却は、定額法により償却しております。なお、自金庫利用のソフト
ウェアについては、金庫内における利用可能期間（主として5年）に基づいて償却しております。
　所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る「有形固定資産」（及び「無形固定資産」）中のリース資産の減価
償却は、リース期間を耐用年数とした定額法により償却しております。なお、残存価額については、リース契約上
に残価保証の取決めがあるものは当該残価保証額とし、それ以外のものは零としております。
　外貨建資産・負債は、決算日の為替相場による円換算額を付しております。
　貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。
　破産、特別清算等法的に経営破綻の事実が発生している債務者（以下「破綻先」という。）に係る債権及びそれ
と同等の状況にある債務者（以下「実質破綻先」という。）に係る債権については、以下のなお書きに記載されて
いる直接減額後の帳簿価額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額を
計上しております。また、現在は経営破綻の状況にないが、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債
務者（以下「破綻懸念先」という。）に係る債権については、債権額から、担保の処分可能見込額及び保証による
回収可能見込額を控除し、その残額のうち、債務者の支払能力を総合的に判断し必要と認める額を計上しており
ます。
　上記以外の債権については、主として今後1年間の予想損失額又は今後3年間の予想損失額を見込んで計上
しており、予想損失額は、1年間又は3年間の貸倒実績を基礎とした貸倒実績率の過去の一定期間における平均
値に基づき損失率を求め算定しております。
　すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署が資産査定を実施し、当該部署から独立した
資産監査部署が査定結果を監査しており、その査定結果に基づいて上記の引当を行っております。
　なお、破綻先及び実質破綻先に対する担保・保証付債権等については、債権額から担保の評価額及び保証に
よる回収が可能と認められる額を控除した残額を取立不能見込額として債権額から直接減額しており、その金額
は77百万円であります。
　賞与引当金は、職員への賞与の支払いに備えるため、職員に対する賞与の支給見込額のうち、当事業年度に
帰属する額を計上しております。
　退職給付引当金及び前払年金費用は、職員の退職給付に備えるため、企業会計基準適用指針第25号「退職
給付会計に関する会計基準の適用指針」（平成27年3月26日）に定める簡便法（直近の年金財政計算上の数理
債務をもって退職給付債務とする方法）により、当事業年度末における必要額を計上しております。
　当金庫は、複数事業主（信用金庫等）により設立された企業年金制度（総合設立型厚生年金基金）に加入して
おり、当金庫の拠出に対応する年金資産の額を合理的に計算することができないため、当該企業年金制度への
拠出額を退職給付費用として処理しております。
　なお、当該企業年金制度全体の直近の積立状況及び制度全体の拠出等に占める当金庫の割合並びにこれら
に関する補足説明は次のとおりであります。
　①制度全体の積立状況に関する事項（令和4年3月31日現在）
　　年金資産の額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  1,740,569百万円
　　年金財政計算上の数理債務の額と最低責任準備金の額との合計額　1,807,426百万円
　　差引額　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   △66,857百万円
　②制度全体に占める当金庫の掛金拠出割合
　　令和4年3月31日現在　　0.1874％
　③補足説明
　上記①の差引額の主な要因は、年金財政計算上の過去勤務債務残高162,618百万円であります。本制度
における過去勤務債務の償却方法は期間19年0月の元利均等定率償却であり、当金庫は、当事業年度の
財務諸表上、当該償却に充てられる特別掛金37百万円を費用処理しております。
　なお、特別掛金の額は、予め定められた掛金率を掛金拠出時の標準給与の額に乗じることで算定される
ため、上記②の割合は当金庫の実際の負担割合とは一致しません。

　役員退職慰労引当金は、役員への退職慰労金の支払いに備えるため、役員に対する退職慰労金の支給見積額
のうち、当事業年度末までに発生していると認められる額を計上しております。
　 睡眠預金払戻損失引当金は、負債計上を中止した預金について、預金者からの払戻請求に備えるため、将来
の払戻請求に応じて発生する損失を見積り、必要と認める額を計上しております。
　偶発損失引当金は、信用保証協会への負担金の支払いに備えるため、将来の負担金支払見込額を計上して
おります。
　消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
　ただし、有形固定資産に係る控除対象外消費税等は「その他の資産」に計上し、5年間で均等償却を行っており
ます。
　役務取引等収益は、役務提供の対価として収受する収益であり、内訳として「受入為替手数料」「その他の受入
手数料」「その他の役務取引等収益」があります。このうち、受入為替手数料は、為替業務から収受する受入手数料
であり、送金、代金取立等の内国為替業務に基づくものであります。
　  為替業務及びその他の役務取引等にかかる履行義務は、通常、対価の受領と同時期に充足されるため、原則と
して、一時点で収益を認識しております。貸金庫に係る固定利用料等については、契約負債を前受収益として計上
し利用期間に按分しておりますが、履行義務の充足が1年超となる取引はありません。
　会計上の見積りにより当事業年度に係る財務諸表にその額を計上した項目であって、翌事業年度に係る財務
諸表に重要な影響を及ぼす可能性があるものは、次のとおりです。
　【貸倒引当金】　841百万円
　貸倒引当金の算出方法は、重要な会計方針として7.に記載しております。
　主要な仮定は、「債務者区分の判定における貸出先の将来の業績見通し」であります。「債務者区分の判定に
おける貸出先の将来の業績見通し」は、各債務者の収益獲得能力を個別に評価し、設定しております。
　なお、個別貸出先の業績変化等により、当初の見積りに用いた仮定が変化した場合は、翌事業年度に係る財務
諸表における貸倒引当金に重要な影響を及ぼす可能性があります。
　【繰延税金資産】　543百万円
　繰延税金資産の認識は、将来の事業計画に基づく課税所得の発生時期及び金額によって見積っております。
当該見積りは、将来の不確実な経済条件の変動などによって影響を受ける可能性があり、実際に発生した課税
所得の時期及び金額が見積りと異なった場合、翌事業年度の財務諸表において、繰延税金資産の金額に重要な
影響を与える可能性があります。
　理事及び監事との間の取引による理事及び監事に対する金銭債権総額24百万円
　有形固定資産の減価償却累計額3,846百万円

　信用金庫法及び金融機能の再生のための緊急措置に関する法律に基づく債権は次のとおりであります。なお、
債権は、貸借対照表の「有価証券」中の社債（その元本の償還及び利息の支払の全部又は一部について保証し
ているものであって、当該社債の発行が有価証券の私募（金融商品取引法第２条第３項）によるものに限る。）、
貸出金、外国為替、「その他資産」中の未収利息及び仮払金並びに債務保証見返の各勘定に計上されるもの並び
に注記されている有価証券の貸付けを行っている場合のその有価証券（使用貸借又は賃貸借契約によるもの
に限る。）であります。
　　破産更生債権及びこれらに準ずる債権額　    508百万円
　　危険債権額　　　　　　　　　　　　   　2,207百万円
　　三月以上延滞債権額　　　　　　　　　 　 　 －百万円
　　貸出条件緩和債権額　　　　　　　　   　　323百万円
　　合計額　　　　　　　　　　　　　　 　  3,039百万円
　破産更正債権及びこれらに準ずる債権とは、破産手続開始、更正手続開始、再生手続開始の申立て等の事由
により経営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権であります。
　危険債権とは、債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績が悪化し、契約に従った
債権の元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債権で破産更正債権及びこれらに準ずる債権に
該当しないものであります。
　三月以上延滞債権とは、元本及び利息の支払が約定支払日の翌日から三月以上遅延している貸出金で破産
更正債権及びこれらに準ずる債権並びに危険債権に該当しないものであります。
　貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、
元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破産更正債権及びこれらに
準ずる債権、危険債権並びに三月以上延滞債権に該当しないものであります。
　なお、上記債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。
　手形割引は、業種別監査委員会実務指針第24号に基づき金融取引として処理しております。これにより受け
入れた銀行引受手形、商業手形、荷付為替手形及び買入外国為替等は、売却又は（再）担保という方法で自由に
処分できる権利を有しておりますが、その額面金額は466百万円であります。
　担保に供している資産は次のとおりであります。
　担保に供している資産　　有価証券　　300百万円
　　　　　　　　　　　　  預け金　 14,007百万円
　担保資産に対応する債務　借用金　　　726百万円
　出資１口当たりの純資産額89円04銭
　金融商品の状況に関する事項
（1）金融商品に対する取組方針

　当金庫は、預金業務、融資業務および市場運用業務などの金融業務を行っております。このため、金利変動
による不利な影響が生じないように、資産及び負債の総合的管理（ALM）をしております。

（2）金融商品の内容及びそのリスク
　当金庫が保有する金融資産は、主として事業地区内のお客さまに対する貸出金です。
　また、有価証券は、主に債券、投資信託及び株式であり、満期保有目的、純投資目的及び事業推進目的で
保有しております。
　これらは、それぞれ発行体の信用リスク及び金利の変動リスク、市場価格の変動リスクに晒されております。
　外貨建有価証券については、為替の変動リスクに晒されております。
一方、金融負債は主としてお客さまからの預金であり、流動性リスク及び金利の変動リスクに晒されており
ます。

（3）金融商品に係るリスク管理体制
①信用リスクの管理
　当金庫は、信用リスクに関する諸規程に従い、貸出金について、個別案件ごとの与信審査、個社別与信
管理、問題債権への対応など与信管理に関する体制を整備し運営しております。
　これらの与信管理は、各営業店のほかリスク管理部により行われ、定期的に経営陣によるリスク管理
委員会や理事会を開催し、審議・報告を行っております。
　さらに、与信管理の状況については、監査部がチェックしております。
　有価証券の発行体の信用リスクに関しては、リスク管理部において、信用情報や時価の把握を定期的
に行うことで管理しております。

②市場リスクの管理
（ⅰ）金利リスクの管理

　当金庫は、ALMによって金利の変動リスクを管理しております。
　ALM委員会規程及び市場リスク管理規程において、リスク管理方法や手続等を定めており、ALM
委員会での議論の結果を踏まえ、リスク管理委員会や理事会において実施状況の把握・確認、今後の
対応等の協議を行っております。
　日常的にはリスク管理部において金融資産及び負債の金利や期間を総合的に把握し、金利感応度
分析等によりモニタリングを行い、月次ベースでALM委員会及びリスク管理委員会に報告しており
ます。

（ⅱ）為替リスクの管理
　当金庫は、為替の変動リスクに関して、個別の案件ごとに管理しており、感応度分析や時価の把握を
定期的に行うことで管理しております。

（ⅲ）価格変動リスクの管理
　有価証券を含む市場運用商品の保有については、リスク管理委員会や常務会の監督の下、ALM委員
会規程及び市場リスク管理規程に従い行われております。
　このうち、経営企画部では、市場運用商品の購入を行っており、事前審査、投資限度額の設定のほか、
継続的なモニタリングを通じて、価格変動リスクの軽減を図っております。
　これら市場運用商品の多くは純投資目的で保有しているものであり、時価情報や信用情報をモニタ
リングし、ALM委員会及びリスク管理委員会、理事会において定期的に報告されております。

（ⅳ）市場リスクに係る定量的情報
　当金庫では、「有価証券」のうち債券、上場株式、投資信託及び、「預け金」、「貸出金」、「預金積金」、
「借用金」の市場リスク量をＶａＲ（バリュー・アット・リスク）により月次で計測し、取得したリスク量がリスク
限度額の範囲内になるよう管理しております。
　当金庫のＶａＲは分散共分散法（保有期間120日、信頼区間99％、観測期間5年）により算出しており、
当事業年度の決算日現在で当金庫の市場リスク量（損失額の推計値）は、全体で2,697百万円です。
ただし、ＶａＲは過去の相場変動をベースに統計的に算出した一定の発生確率での市場リスク量を計測
しており、通常では考えられないほど市場環境が激変する状況下におけるリスクは捕捉できない場合が
あります。

③資金調達に係る流動性リスクの管理
　当金庫は、ALMを通して、適時に資金管理を行うほか、資金調達手段の多様化、市場環境を考慮した
長短の調達バランスの調整などによって、流動性リスクを管理しております。

（4）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、
当該価額が異なることもあります。
　なお、一部の金融商品については、簡便な計算により算出した時価に代わる金額を含めて開示しております。

　金融商品の時価等に関する事項
　令和5年3月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額は、次のとおりであります（時価の算定
方法については（注1）参照）。なお、市場価格のない株式等及び組合出資金は次表には含めておりません
（（注2）参照）。また、現金は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似することから、注記を省略しており
ます。
　なお、重要性の乏しい科目については記載を省略しております。

（＊1）預け金、貸出金、預金積金、借用金の「時価」には、「簡便な計算により算出した時価に代わる金額」が含まれて
　おります。
（＊2）貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。
（＊3）その他資産・負債に計上しているデリバティブ取引を一括して表示しております。
　　デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目
　については（　）で表示しております。
（＊4）その他有価証券には、企業会計基準適用指針第31号「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（令和3年
　6月17日）第24-3項及び第24-9項の基準価額を時価とみなす取扱いを適用した投資信託が含まれております。
（注1）金融商品の時価等の算定方法
金融資産
 （1）預け金
　満期のない預け金については、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。満期のある預け金は市場金利で割り引いた現在価値を時価に変わる金額として記載しております。

（2）有価証券
　株式は取引所の価格、債券は取引所の価格又は取引金融機関から提示された価格によっております。
投資信託は取引所の価格又は公表されている基準価額によっております。

（3）貸出金
　貸出金は、以下の合計額から、貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除する方法に
より算定し、その算出結果を時価に代わる金額として記載しております。
①　破綻懸念先債権、実質破綻先債権及び破綻先債権等、将来キャッシュ・フローの見積りが困難な債権に
ついては、貸借対照表中の貸出金勘定に計上している額（貸倒引当金控除前の額。以下「貸出金計上額」と
いう。）
②　①以外の債権については、貸出金の期間に基づく区分ごとに、元利金の合計額を市場金利で割り引いた
　価額

金融負債
（1）預金積金

　要求払預金については、決算日に要求された場合の支払額（帳簿価額）を時価とみなしております。また、
定期預金の時価は、一定の期間ごとに区分して、将来のキャッシュ・フローを割り引いて現在価値を算定し、
その算出結果を時価に代わる金額として記載しております。その割引率は市場金利を用いております。

（2）借用金
　借用金は、一定の期間ごとに区分した元利金の合計額を市場金利で割り引いて現在価値を算定し、その
算出結果を時価に代わる金額として記載しております。

（注2）市場価格のない株式等及び組合出資金の貸借対照表計上額は次のとおりであり、金融商品の時価情報
　　には含まれておりません。 

（＊1）上記の非上場株式及び信金中金出資金、その他の証券については、企業会計基準適用指針第19号「金融商
　品の時価等の開示に関する適用指針」（令和2年3月31日）第5項に基づき、時価開示の対象としておりません。
（＊2）当事業年度において、非上場株式について26百万円減損処理を行っております。
（注3）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

（＊）貸出金のうち、期間の定めがないもの等は含めておりません。
（注4）借用金及びその他の有利子負債の決算日後の返済予定額

（＊）預金積金のうち、要求払預金など期間の定めがないもの等は含めておりません。
　有価証券の時価及び評価差額等に関する事項は次のとおりであります。これらには、「国債」、「地方債」、「短期
社債」、「社債」、「株式」、「その他の証券」が含まれております。以下、28．まで同様であります。
売買目的有価証券
　該当ございません。

満期保有目的の債券

その他有価証券

　当事業年度中に売却した満期保有目的の債券　
　　該当ございません。
　当事業年度中に売却したその他有価証券

　減損処理を行った有価証券（市場価格の無い株式等及び組合出資金を除く）
　　該当ございません。
　運用目的の金銭の信託
　　該当ございません。
　満期保有目的の金銭の信託
   　該当ございません。
　その他の金銭の信託（運用目的及び満期保有目的以外）
   　該当ございません。
　当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資実行の申し出を受けた場合に、
契約上規定された条件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸付けることを約する契約であり
ます。これらの契約に係る融資未実行残高は14,544百万円であります。このうち契約残存期間が１年以内の
ものが6,192百万円あります。
　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳は、それぞれ以下の通りであります。

　企業会計基準第29号「収益認識に関する会計基準」（令和2年3月31日）に基づく契約資産等の金額は、他の
資産等と区分表示しておりません。当事業年度末の契約資産、顧客との契約から生じた債権及び契約負債の
金額は、それぞれ以下のとおりであります。
　　契約資産
　　顧客との契約から生じた債権
　　契約負債　
　会計方針の変更
　企業会計基準適用指針第31号「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（令和３年６月17日。以下「時価算
定会計基準適用指針」という。）を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第27-2項に定め
る経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用して
おります。

以上

貸借対照表計上額 時　価 差　額
（1）預け金（＊1）
（2）有価証券

売買目的有価証券
満期保有目的の債券
その他有価証券（＊4）

（3）貸出金（＊1）
貸倒引当金（＊2）

　　　　　金融資産計
（1）預金積金（＊1）
（2）借用金（＊1）
　　　　　金融負債計
デリバティブ取引（＊3）
　ヘッジ会計が適用されていないもの
　　　　デリバティブ取引計

101,491
45,890

ー
18,811
27,078
125,114
△841

124,273
271,655
275,250

726
275,976

ー
ー

101,717
45,413

ー
18,334
27,078

128,855
275,986
275,231

727
275,958

ー
ー

226
△476
ー

△476
ー

4,582
4,331
△19
1

△18

ー
ー

（単位：百万円）

（単位：百万円）

株式
債券
　国債
　地方債
　短期社債
　社債
その他

ー
10,713
10,713

ー
ー
ー

2,927
13,640

ー
15
15
ー
ー
ー
406
422

ー
876
876
ー
ー
ー
ー
876

売却損の合計額売却益の合計額売却額

合　　計

預け金
有価証券
　満期保有目的の債券
　その他有価証券のうち満期があるもの
貸出金（＊）
　　　　　　合　　計

10年超1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内
15,007
227
ー
227

24,135
39,370

ー
2,565
ー

2,565
40,167
42,733

3,000
2,980
500
2,480
25,892
31,873

ー
30,415
18,311
12,104
30,149
60,565

（単位：百万円）

預金積金（＊）
借用金
　　　　　　合　　計

10年超1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内
92,272
209

92,481

9,336
436
9,772

18
45
63

348
36
384

（単位：百万円）

繰延税金負債
　　前払年金費用
　　繰延税金負債合計
繰延税金資産（負債）の純額

2百万円
2百万円

543百万円

940百万円
933百万円
57百万円
21百万円
27百万円
87百万円
619百万円
76百万円

2,763百万円
△2,217百万円
546百万円

繰延税金資産
　　税務上の繰越欠損金
　　貸倒引当金
　　役員退職慰労引当金
　　賞与引当金
　　減価償却費
　　減損損失
　　その他有価証券評価差額金
　　その他
繰延税金資産小計
評価性引当額
繰延税金資産合計

5

　　　　　　区　　分
非上場株式
信金中金出資金
その他の証券
　　　　　　合　　計

貸借対照表計上額
60
991
6

1,057

（単位：百万円）

309
ー
ー
ー
7

317
△585
ー
ー
ー

△208
△794
△476

9,737
ー
ー
ー
307

10,044
5,598
ー
ー
ー

2,690
8,289
18,334

9,427
ー
ー
ー
300
9,727
6,183
ー
ー
ー

2,899
9,083
18,811

国債
地方債
短期社債
社債
その他
　小　計
国債
地方債
短期社債
社債
その他
　小　計

合　　計

貸借対照表計上額 時　　価 差　　額種　　類
（単位：百万円）

時価が貸借対照表
計上額を超えるもの

時価が貸借対照表
計上額を超えないもの

49
12
ー
10
ー
1
67
128
ー

△702
△468
△186
ー

△46
△1,665
△2,367
△2,238

128
1,201
ー
987
ー
214
508
1,838
ー

14,519
8,423
3,453
ー

2,642
12,959
27,479
29,317

177
1,214
ー
998
ー
215
575
1,967
ー

13,817
7,955
3,266
ー

2,595
11,294
25,111
27,078

株式
債券
　国債
　地方債
　短期社債
　社債
その他
　小　計
株式
債券
　国債
　地方債
　短期社債
　社債
その他
　小　計

合　　計

貸借対照表計上額 償却原価 差　額種　類
（単位：百万円）

貸借対照表計上額が
償却原価を超えるもの

貸借対照表計上額が
償却原価を超えないもの

損益計算書の注記
　記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
　出資1口あたり当期純利益5円71銭
　企業会計基準第29号「収益認識に関する会計基準」（令和2年3月31日）に基づく顧客との契約から生じる収益
の金額は、ほかの収益と区分表示しておりません。当事業年度における顧客との契約から生じる収益は、286百万
円であります。

以上

（注）1.
2.
3.

－百万円
0百万円
17百万円



業務粗利益及び業務粗利益率

資金運用収支の内訳
利　　息平均残高 利 回 り

資金運用勘定
うち貸出金
うち預け金
うち有価証券

資金調達勘定
うち預金積金
うち借用金

令和4年度
286,084
122,376
121,556
40,958
286,720
285,571
1,148

令和4年度令和4年度
0.92
1.80
0.09
0.69
0.01
0.01
0.29

2,640
2,208
116
286
32
29
3

令和3年度
283,413
120,751
118,637
42,823
287,540
286,056
1,483

令和3年度令和3年度
0.97
1.81
0.06
1.07
0.01
0.01
0.29

2,759
2,187
82
460
35
31
4

（注）資金運用勘定は無利息預け金の平均残高（令和3年度154百万円、令和4年度157百万円）を、資金調達勘定は金銭の信託運用見合額の平均残高（令和3年度－百万
円、令和4年度－百万円）及び利息（令和3年度－百万円、令和4年度－百万円）をそれぞれ控除して表示しております。

直近5年間の主要な経営指標の推移

3,820
△14
177
1,551

31百万口
2,761

279,990
275,250
125,114
45,956
5.60%
0.50円
8人
6人

204人
16,575人

令和4年度
3,082
160
118
1,553

31百万口
3,820

285,092
278,793
122,274
41,530
5.61%
0.49円
8人
6人

199人
16,846人

令和3年度
3,275
412
339
1,555

31百万口
4,109

285,260
278,361
119,866
44,551
5.67%
0.49円
9人
7人

198人
17,159人

令和2年度
3,062
85
62

1,557
31百万口
3,010

272,734
266,034
108,531
40,530
5.28%
0.49円
9人
7人

206人
17,257人

令和元年度
3,291
88
57

1,558
31百万口
3,626

272,699
265,628
102,480
26,374
5.63%
0.99円
9人
7人

232人
17,382人

平成30年度
経常収益
経常利益（△は経常損失）
当期純利益（△は当期純損失）
出資総額
出資総口数
純資産額
総資産額
預金積金残高
貸出金残高
有価証券残高
単体自己資本比率
出資に対する配当金（出資1口当たり）
役員数
うち常勤役員数

職員数
会員数

（単位：百万円）

（単位：百万円、％）

2,607
2,640
32

△152
255
408
△408
468
876
2,046
0.71％

令和4年度
2,724
2,759
35

△140
266
407
△43
41
84

2,540
0.89％

令和3年度
資金運用収支
資金運用収益
資金調達費用

役務取引等収支
役務取引等収益
役務取引等費用

その他業務収支
その他業務収益
その他業務費用

業務粗利益
業務粗利益率

（単位：百万円）

（注）1.
　　　
　　2.

業務純益

△83
△114
339

339

令和4年度
340
357
432

261

令和3年度
業務純益
実質業務純益
コア業務純益
コア業務純益
（投資信託解約損益を除く）

（単位：百万円）

（注）1.

　　2.

　　3.

業務純益=業務収益－（業務費用－金銭の信託運用見合費用）
業務費用には、例えば人件費のうちの役員賞与等のような臨時的な経費
等を含まないこととしています。
また、貸倒引当金繰入額が全体として繰入超過の場合、一般貸倒引当金
繰入額（または取崩額）を含みます。
実質業務純益=業務純益＋一般貸倒引当金繰入額
実質業務純益は、業務純益から、一般貸倒引当金繰入額の影響を除いた
ものです。
コア業務純益=実質業務純益－国債等債券損益
国債等債券損益は、国債等債券売却益、国債等債券償還益、国債等債券
売却損、国債等債券償還損、国債等債券償却を通算した損益です。資金調達費用は金銭の信託運用見合費用（令和3年度－百万円、令和

4年度－百万円）を控除して表示しております。
業務粗利益率＝業務粗利益／資金運用勘定平均残高×100
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定期預金
固定金利定期預金
変動金利定期預金
その他

100,433
100,416

17
ー

令和4年度
106,461
106,443

18
ー

令和3年度
定期預金残高 （単位：百万円）

流動性預金
うち有利息預金

定期性預金
うち固定金利定期預金
うち変動金利定期預金

その他
計
譲渡性預金
合　　　計

令和4年度
178,910
146,771
105,790
103,412

17
870

285,571
ー

285,571

令和3年度
173,405
147,754
111,741
109,134

18
910

286,056
ー

286,056
（注）1.流動性預金＝当座預金＋普通預金＋貯蓄預金＋通知預金
　　2.定期性預金＝定期預金＋定期積金
　　　固定金利定期預金：預入時に満期日までの利率が確定する定期預金
　　　変動金利定期預金：預入期間中の市場金利の変化に応じて金利が変動する定期預金

預金積金及び譲渡性預金平均残高 （単位：百万円）

令和4年度
手形貸付
証書貸付
当座貸越
割引手形
合　　計

令和4年度

貸出金残高

貸出金
うち変動金利
うち固定金利

貸出金平均残高

11,121
107,186
3,515
552

122,376

令和3年度
11,218
105,398
3,559
576

120,751

125,114
58,124
66,990

令和3年度
122,274
56,474
65,800

（単位：百万円） （単位：百万円）

残高による増減 利率による増減 純　増　減
24
29
2

△13
△0
△0
△0

△143
△8
31

△161
△2
△1
0

△118
21
34

△174
△2
△1
△0

残高による増減 利率による増減 純　増　減
令和4年度

76
116
1
△9
0
0
△0

183
△57
20
187
△16
△15
△0

259
58
21
178
△15
△14
△0

令和3年度

受取・支払い利息の増減

受取利息
うち貸出金
うち預け金
うち有価証券

支払利息
うち預金積金
うち借用金

（単位：百万円）

（注）残高及び利率の増減要因が重なる部分については、残高による増減に含めております。

0.92
0.76
0.16

令和4年度
0.97
0.77
0.20

令和3年度
資金運用利回
資金調達原価率
総資金利鞘

利益率

総資産経常利益率（又は損失率）
総資産当期純利益率（又は損失率）

令和4年度
△0.00
0.06

令和3年度
0.05
0.04

利鞘

（注）預金には定期積金及び譲渡性預金を含んでおります。

（単位：%） （単位：%）

（注）総資産経常（当期）利益率（又は損失率）＝
　　経常（当期）利益（又は損失）／総資産（除く債務保証見返）平均残高×100
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当金庫預金積金
有価証券
動　産
不動産
その他
　計
信用保証協会・信用保険
保　証
信　用
合　計

貸出金の担保別内訳
令和4年度

当金庫預金積金
有価証券
動　産
不動産
その他
　計
信用保証協会・信用保険
保　証
信　用
合　計

774
5
6

24,951
ー

25,738
37,482
15,279
46,613
125,114

令和3年度
874
9
6

23,114
ー

24,004
36,043
15,284
46,941
122,274

3
ー
ー
0
ー
3
ー
26
45
74

令和4年度
ー
ー
ー
6
ー
6
ー
30
75
112

令和3年度
債務保証見返の担保別内訳（単位：百万円） （単位：百万円）

貸出金残高 構成比 貸出金残高 構成比

（単位：百万円）

令和4年度

54,773
70,340
125,114

43.7%
56.2%
100.0%

令和3年度

52,619
69,654
122,274

43.0%
56.9%
100.0%

設備資金
運転資金
合　　計

貸出先数 貸出金残高 構成比

（単位：先数、百万円）

令和4年度

8,541
369
ー

1,137
11,018
2,606
487
3,521
10,436
4,425
23,754
231
576
1,765
1,891
1,785
656
6,912
7,594
6,777
30,624
125,114

6.8%
0.2%
ー

0.9%
8.8%
2.0%
0.3%
2.8%
8.3%
3.5%
18.9%
0.1%
0.4%
1.4%
1.5%
1.4%
0.5%
5.5%
6.0%
5.4%
24.4%
100.0%

328
35
ー
3

626
21
16
87
462
24
286
7
38
9

301
129
23
108
307
5

6,492
9,307

令和3年度

8,813
311
ー

1,246
11,042
1,779
270
3,394
11,189
4,878
21,301
222
538
1,517
2,011
1,251
612
6,818
8,656
7,055
29,362
122,274

7.2%
0.2%
ー

1.0%
9.0%
1.4%
0.2%
2.7%
9.1%
3.9%
17.4%
0.1%
0.4%
1.2%
1.6%
1.0%
0.5%
5.5%
7.0%
5.7%
24.0%
100.0%

331
35
ー
3

613
17
12
78
473
24
271
9
33
10
280
122
24
103
293
6

6,654
9,391

貸出先数 貸出金残高 構成比
製造業
農業、林業
漁業
鉱業、採石業、砂利採取業
建設業
電気・ガス・熱供給・水道業
情報通信業
運輸業、郵便業
卸売業、小売業
金融業、保険業
不動産業
物品賃貸業
学術研究、専門・技術サービス業
宿泊業
飲食業
生活関連サービス業、娯楽業
教育、学習支援業
医療・福祉
その他のサービス
国・地方公共団体等
個　人
合　計

業種区分

貸出金の使途別残高

貸出金の業種別内訳

（注）業種区分は日本標準産業分類の大分類に準じて記載しております。
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（単位：百万円）

預貸率
45.45%
42.85%
16.69%
14.34%

令和4年度
43.85%
42.21%
14.89%
14.97%

令和3年度

預証率

預貸率・預証率

期末
期中平均
期末
期中平均

9

ー
80
80

110
564
675

79
761
841

110
484
594

79
761
841

ー
635
635

92
1,060
1,153

110
564
675

92
425
517

110
564
675

当期減少額 期末残高その他目的使用
一般貸倒引当金
個別貸倒引当金
合　計
一般貸倒引当金
個別貸倒引当金
合　計

（単位：百万円）

当期増加額期首残高 令和3年度
令和4年度

貸出金償却の額 （単位：百万円）

1
1

信用金庫法開示債権（リスク管理債権）及び金融再生法開示債権の保全・引当状況

破産更生債権及びこれらに準ずる債権
危険債権
要管理債権
三月以上延滞債権
貸出条件緩和債権

小　計
保全額
個別貸倒引当金
一般貸倒引当金
担保・保証等

保全率
引当率
正常債権
総与信残高

区　　分 令和4年度
  508 
 2,207 
 323 
ー 

 323 
 3,039 
 2,420 
 761 
 22 

 1,636 
79.64%
55.90%
 122,239
 125,279

令和3年度
 521
 1,419
 1,382
ー 

 1,382
 3,323
 2,571
 564
 65

 1,942
77.36%
45.54%
 119,155
 122,479

（単位：百万円）

（注）1.

　　2.

　　3.
　　4.

　　5.

　　6.

　　7.
　　8.
　　9.

　 10.

「破産更生債権及びこれらに準ずる債権」とは、破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始の申立て等の事由により経営破綻に陥っている債務者に対する債権
及びこれらに準ずる債権です。
「危険債権」とは、債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績が悪化し、契約に従った債権の元本の回収及び利息の受取りができない
可能性の高い債権で、「破産更生債権及びこれらに準ずる債権」に該当しない債権です。
「要管理債権」とは、信用金庫法上の「三月以上延滞債権」に該当する貸出金と「貸出条件緩和債権」に該当する貸出金の合計額です。
「三月以上延滞債権」とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から三月以上遅延している貸出金で、「破産更生債権及びこれらに準ずる債権」及び「危険
債権」に該当しない貸出金です。
「貸出条件緩和債権」とは、債務者の経営再建等を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる
取決めを行った貸出金で、「破産更生債権及びこれらに準ずる債権」、「危険債権」及び「三月以上延滞債権」に該当しない貸出金です。
「個別貸倒引当金」（Ｃ）は、貸借対照表上の個別貸倒引当金の額のうち、「破産更生債権及びこれらに準ずる債権」及び「危険債権」の債権額に対して個別に引当
計上した額の合計額です。
「一般貸倒引当金」（Ｄ）には、貸借対照表上の一般貸倒引当金の額のうち、要管理債権の債権額に対して引当てた額を記載しております。
「担保・保証等」（Ｅ）は、自己査定に基づいて計算した担保の処分可能見込額及び保証による回収が可能と認められる額の合計額です。
「正常債権」（Ｆ）とは、債務者の財政状態及び経営成績に特に問題がない債権であり、「破産更生債権及びこれらに準ずる債権」、「危険債権」及び「要管理債権」
以外の債権です。
「破産更生債権及びこれらに準ずる債権」、「危険債権」及び「正常債権」が対象となる債権は、貸借対照表の「有価証券」中の社債（その元本の償還及び利息の
支払の全部又は一部について保証しているものであって、当該社債の発行が有価証券の私募（金融商品取引法第２条第３項）によるものに限る。）、貸出金、外国
為替、「その他資産」中の未収利息及び仮払金並びに債務保証見返の各勘定に計上されるもの並びに注記されている有価証券の貸付けを行っている場合のその
有価証券（使用貸借又は賃貸借契約によるものに限る。）です。

（A）
（B）
（C）
（D）
（E）
（Ｂ）/(Ａ）（％）
（（Ｃ）＋（Ｄ））/（（Ａ）－（Ｅ））（％）
（F）
（A）+（F）

貸倒引当金の期末残高及び期中の増減額

令和3年度

令和4年度



3.有価証券の種類別の期末残高・平均残高

区　　分
令和4年度

期末残高 平均残高 期末残高 平均残高
国 　 債
地 方 債
短 期 社 債
社 債
株 　 式
外 国 証 券
その他証券
合 計

1.売買目的有価証券
　該当ございません。

有価証券の時価情報

（注）1.
2.
3.

時価は、期末日における市場価格等に基づいております。
上記「その他」は、外国証券です。
時価を把握することが極めて困難と認められる有価証券は本表には含めておりません。

2.満期保有目的の債券
令和4年度種　　類

国債
地方債
短期社債
社債
その他
小　計
国債
地方債
短期社債
社債
その他
小　計

合　　　計

貸借対照表計上額 時　価 差　額 貸借対照表計上額 時　価 差　額

時価が
貸借対照表
計上額を
超えるもの

時価が
貸借対照表
計上額を
超えないもの

（単位：百万円）

（単位：百万円）

10

23,566
4,265
ー

2,810
237
7,390
7,684
45,956

19,964
4,474
ー

2,743
215
7,165
6,395
40,958

令和3年度

19,821
4,449
ー

2,543
237
9,156
5,321
41,530

18,755
4,603
ー

2,570
218

10,652
6,023
42,823

9,427
ー
ー
ー
300
9,727
6,183
ー
ー
ー

2,899
9,083
18,811

9,737
ー
ー
ー
307

10,044
5,598
ー
ー
ー

2,690
8,289
18,334

309
ー
ー
ー
7

317
△585
ー
ー
ー

△208
△794
△476

令和3年度

1,000
ー
ー
ー
800
1,800
5,194
ー
ー
ー

1,000
6,194
7,995

1,015
ー
ー
ー
835
1,850
4,817
ー
ー
ー
924
5,741
7,591

14
ー
ー
ー
35
49

△377
ー
ー
ー

△75
△453
△403

1.商品有価証券の種類別平均残高
　該当ございません。

（単位：百万円）2.有価証券の残存期間別残高

国 債
地 方 債
短 期 社 債
社 債
株 式
外 国 証 券
その他の証券
合 計
国 債
地 方 債
短 期 社 債
社 債
株 式
外 国 証 券
その他の証券
合 計

合計7年超10年以下5年超7年以下3年超5年以下1年超3年以下1年以下 期間の定めのないもの10年超

23,566
4,265
̶

2,810
237
7,390
7,684
45,956

̶
442
̶
766
̶
454
2,319
3,983

̶
99
̶

1,052
̶
200
796
2,149

̶
329
̶
18
̶
996
1,554
2,899

̶
572
̶
207
̶
488
474
1,742

̶
100
̶
̶
̶
̶
̶
100

̶
̶
̶
̶
237
2,552
2,457
5,246

23,566
2,720
̶
764
̶

2,699
82

29,834

19,821
4,449
̶

2,543
237
9,156
5,321
41,530

̶
375
̶
977
̶
814
1,679
3,848

̶
200
̶
549
̶

1,742
424
2,917

̶
809
̶
119
̶

1,461
605
2,995

̶
202
̶
108
̶

1,097
425
1,834

̶
100
̶
̶
̶
̶
265
366

̶
̶
̶
̶
237
2,439
1,833
4,510

19,821
2,760
̶
788
̶

1,600
87

25,057

令和4年度

令和3年度

有価証券に関する指標



1.金利関連取引
　 該当ございません。

3.株式関連取引
　 該当ございません。

4.債券関連取引
　 該当ございません。

5.商品関連取引
　 該当ございません。

6.クレジットデリバティブ取引
　 該当ございません。

2.通貨関連取引
　 該当ございません。

デリバティブ取引金銭の信託
1.運用目的の金銭の信託
　 該当ございません。

2.満期保有目的の金銭の信託
　 該当ございません。

3.その他の金銭の信託
　 該当ございません。

4.子会社・子法人等株式及び関連法人等株式
　 該当ございません。

（単位：百万円）5.時価を把握することが極めて困難と認められる有価証券の貸借対照表計上額

子会社・子法人等株式及び関連法人等株式・子会社株式
非上場株式
その他の証券

令和4年度
ー
60
6

令和3年度
ー
86
6

11

（注）1.
2.
3.

貸借対照表計上額は、期末日における市場価格等に基づいております。
上記「その他」は、外国証券及び投資信託等です。
時価を把握することが極めて困難と認められる有価証券は本表には含めておりません。

3.その他有価証券
令和4年度種　　類

株式
債券
　国債
　地方債
　短期社債
　社債
その他
小　計
株式
債券
　国債
　地方債
　短期社債
　社債
その他
小　計

合　　　計

貸借対照表計上額 償却原価 差　額 貸借対照表計上額 償却原価 差　額

貸借対照表
計上額が
償却原価を
超えるもの

貸借対照表
計上額が
償却原価を
超えないもの

（単位：百万円）

177
1,214
ー
998
ー
215
575
1,967
ー

13,817
7,955
3,266
ー

2,595
11,294
25,111
27,078

128
1,201
ー
987
ー
214
508
1,838
ー

14,519
8,423
3,453
ー

2,642
12,959
27,479
29,317

49
12
ー
10
ー
1
67
128
ー

△702
△468
△186
ー

△46
△1,665
△2,367
△2,238

令和3年度

116
3,330
ー

1,689
ー

1,640
5,832
9,278
34

17,289
13,626
2,760
ー
902
6,840
24,163
33,442

91
3,303
ー

1,670
ー

1,632
5,384
8,779
36

17,965
14,215
2,829
ー
921
7,681
25,683
34,462

24
27
ー
19
ー
7

447
499
△2

△676
△588
△69
ー

△18
△840
△1,519
△1,020
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　当金庫における報酬体系の開示対象となる「対象役員」は、常勤理事及び常勤監事をいいます。対象役員に対する報酬
等は、職務執行の対価として支払う「基本報酬」及び「賞与」、在任期間中の職務執行及び特別功労の対価として退任時に
支払う「退職慰労金」で構成されております。

報酬等に関する事項

1.対象役員

　「信用金庫法施行規則第132条第1項第6号等の規定に基づき、報酬等に関する事項であって、信用金庫等の業務の運営又は財産の状況に
重要な影響を与えるものとして金融庁長官が別に定めるものを定める件」（平成24年3月29日付金融庁告示第22号）第2条第1項第3号及び
第4号、第6号に該当する事項はありませんでした。

（注）1． 
 2．
 3．

対象職員等には、期中に退任・退職した者も含めております。
「同等額」は 、令和4年度に対象役員に支払った報酬等の平均額としております。
令和4年度において対象役員が受ける報酬等と同等額以上の報酬等を受ける者はいませんでした。

（注）1.
　　2.

　　3．

対象役員に該当する理事は5名、監事は1名です。
上記の内訳は、「基本報酬」85百万円、「退職慰労金」19百万円となっております。
なお、「退職慰労金」は、当年度中に支払った退職慰労金（過年度に繰り入れた引当金分を除く）と当年度に繰り入れた役員退職慰労引当金の合計額です。
使用人兼務役員の使用人としての報酬等を含めております。 

（単位：百万円）

支払総額区　分
104対象役員に対する報酬等

（2）令和4年度における対象役員に対する報酬等の支払総額

（3）その他

　当金庫における報酬体系の開示対象となる「対象職員等」は、当金庫の非常勤役員、当金庫の職員であって、対象役員が
受ける報酬等と同等額以上の報酬等を受ける者のうち、当金庫の業務及び財産の状況に重要な影響を与える者をいいます。
なお、令和4年度において、対象職員等に該当する者はいませんでした。

2．対象職員等

　非常勤を含む全役員の基本報酬及び賞与につきましては、総代会において、理事全員及び監事全員それぞれの支払総額の最高限度額を
決定しております。
　そのうえで、各理事の基本報酬額につきましては役位や在任年数等を、各理事の賞与額については前年度の業績等をそれぞれ勘案し、当金庫
の理事会において決定しております。また、各監事の基本報酬額及び賞与額につきましては、監事の協議により決定しております。

（１）報酬体系の概要

【基本報酬及び賞与】

【退職慰労金】
　退職慰労金につきましては、在任期間中に毎期引当金を計上し、退任時に総代会で承認を得た後、支払っております。



1．自己資本の構成に関する事項

単体自己資本比率

単体における自己資本の充実に関する開示

（単位：百万円）

自己資本比率の算出方法を定めた「信用金庫法第89条第1項において準用する銀行法第14条の2の規定に基づき、信用金庫及び信用金庫連合会がその保有する
資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準（平成18年金融庁告示第21号）」に基づき算出しております。
なお、当金庫は国内基準により自己資本比率を算出しております。

4,985
1,551
3,449
15
ー
79
79
ー
ー

ー

ー

5,064

31
ー
31
153
ー
ー
ー
6
ー
ー
ー
16
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
208

4,856

81,171
△720
△720
ー

5,428
ー
ー

86,600

5.60％

令和4年度

4,825
1,553
3,287
15
ー
110
110
ー
ー

ー

ー

4,935

24
ー
24
28
ー
ー
ー
4
ー
ー
ー
15
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
73

4,862

81,240
△720
△720
ー

5,304
ー
ー

86,544

5.61％

令和3年度項　　目
コア資本に係る基礎項目
普通出資又は非累積的永久優先出資に係る会員勘定の額
　うち、出資金及び資本剰余金の額
　うち、利益剰余金の額
　うち、外部流出予定額（△）
　うち、上記以外に該当するものの額
コア資本に係る基礎項目の額に算入される引当金の合計額
　うち、一般貸倒引当金コア資本算入額
　うち、適格引当金コア資本算入額
適格旧資本調達手段の額のうち、コア資本に係る基礎項目の額に含まれる額
公的機関による資本の増強に関する措置を通じて発行された資本調達手段の
額のうち、コア資本に係る基礎項目の額に含まれる額
土地再評価額と再評価直前の帳簿価額の差額の45％に相当する額のうち、
コア資本に係る基礎項目の額に含まれる額
コア資本に係る基礎項目の額（イ）
コア資本に係る調整項目
無形固定資産（モーゲージ・サービシング・ライツに係るものを除く。）の額の合計額
　うち、のれんに係るものの額
　うち、のれん及びモーゲージ・サービシング・ライツに係るもの以外の額
繰延税金資産（一時差異に係るものを除く。）の額
適格引当金不足額
証券化取引に伴い増加した自己資本に相当する額
負債の時価評価により生じた時価評価差額であって自己資本に算入される額
前払年金費用の額
自己保有普通出資等（純資産の部に計上されるものを除く。）の額
意図的に保有している他の金融機関等の対象資本調達手段の額
少数出資金融機関等の対象普通出資等の額
信用金庫連合会の対象普通出資等の額
特定項目に係る10％基準超過額
　うち、その他金融機関等の対象普通出資等に該当するものに関連するものの額
　うち、モーゲージ・サービシング・ライツに係る無形固定資産に関連するものの額
　うち、繰延税金資産（一時差異に係るものに限る。）に関連するものの額
特定項目に係る15％基準超過額
　うち、その他金融機関等の対象普通出資等に該当するものに関連するものの額
　うち、モーゲージ・サービシング・ライツに係る無形固定資産に関連するものの額
　うち、繰延税金資産（一時差異に係るものに限る。）に関連するものの額
コア資本に係る調整項目の額（ロ）
自己資本
自己資本の額（（イ）ー（ロ））（ハ）
リスク・アセット等
信用リスク・アセットの額の合計額
　うち、経過措置によりリスク・アセットの額に算入される額の合計額
　　うち、他の金融機関等向けエクスポージャー
　　うち、上記以外に該当するものの額

オペレーショナル・リスク相当額の合計額を8％で除して得た額
信用リスク・アセット調整額
オペレーショナル・リスク相当額調整額
リスク・アセット等の額の合計額（ニ）
自己資本比率
自己資本比率（（ハ）／（ニ））

（注）

　　当金庫の自己資本につきましては、地域のお客さまによる出資金にて調達しております。

13
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2.自己資本の充実度に関する事項

信用リスク・アセット、所要自己資本の額の合計
 ①標準的手法が適用されるポートフォリオごとのエクスポージャー

現金
我が国の中央政府及び中央銀行向け
外国の中央政府及び中央銀行向け
国際決済銀行等向け
我が国の地方公共団体向け
外国の中央政府等以外の公共部門向け
国際開発銀行向け
地方公共団体金融機構向け
我が国の政府関係機関向け
地方三公社向け
金融機関及び第一種金融商品取引業者向け
法人等向け　
中小企業等向け及び個人向け
抵当権付住宅ローン
不動産取得等事業向け
三月以上延滞等
取立未済手形
信用保証協会等による保証付
株式会社地域経済活性化支援機構等による保証付
出資等
出資等のエクスポージャー
重要な出資のエクスポージャー

上記以外

上記以外のエクスポージャー
 ②証券化エクスポージャー

証券化

再証券化　　
 ③リスク・ウェイトのみなし計算が適用されるエクスポージャー

ルック・スルー方式
マンデート方式
蓋然性方式（250％）
蓋然性方式（400％）
フォールバック方式（1250％）

 ④経過措置によりリスク・アセットの額に算入されるものの額
 ⑤他の金融機関等の対象資本等調達手段に係るエクスポージャーに係る
　 経過措置によりリスク・アセットの額に算入されなかったものの額
 ⑥CVAリスク相当額を8％で除して得た額
 ⑦中央清算機関関連エクスポージャー
オペレーショナル・リスク相当額の合計額を8％で除して得た額
単体総所要自己資本額（イ+ロ）

イ.

　
　

ロ.
ハ.

（単位：百万円）

リスク・アセット 所要自己資本額
令和4年度

リスク・アセット 所要自己資本額

　当金庫はこれまで、内部留保による資本の積み上げ等を行うことにより自己資本を充実させ、経営の健全性・安全性を
充分保っていると評価しております。尚、将来の自己資本の充実策については、経営計画に基づいた業務推進を通じ、
そこから得られる利益による資本の積上げを第一義的な施策と考えております。

（注）1.
　　2.

　　3.

　　

　　4.

　　5.

＜オペレーショナル・リスク相当額（基礎的手法）の算定方法＞
粗利益（直近3年間のうち正の値の合計額）×15％
直近3年間のうち粗利益が正の値であった年数

81,171
77,966

ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
20
ー

4,787
28,513
18,027
4,581
8,984
214
8

833
ー
141
141
ー

11,854

1,200

1,705

1,013

ー

ー

7,935
ー
ー
ー
ー

3,925
3,925
ー
ー
ー
ー
ー

△720

ー
ー

5,428
86,600

3,246
3,118
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
0
ー
191
1,140
721
183
359
8
0
33
ー
5
5
ー
474

48

68

40

ー

ー

317
ー
ー
ー
ー
157
157
ー
ー
ー
ー
ー

△28

ー
ー
217
3,464

令和3年度

81,240
78,529

ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
20
ー

4,697
27,314
19,692
5,052
9,452
267
9

743
0

168
168
ー

11,111

1,200

1,707

819

ー

ー

7,384
ー
ー
ー
ー

3,430
3,430
ー
ー
ー
ー
ー

△720

ー
ー

5,304
86,544

3,249
3,141
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
0
ー
187
1,092
787
202
378
10
0
29
0
6
6
ー
444

48

68

32

ー

ー

295
ー
ー
ー
ー
137
137
ー
ー
ー
ー
ー

△28

ー
ー
212
3,461

STC要件適用分
非STC要件適用分

所要自己資本の額＝リスク・アセット×4%
「エクスポージャー」とは、資産（派生商品取引によるものを除く）並びに
オフ・バランス取引及び派生商品取引の与信相当額等のことです。
「三月以上延滞等」とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から三月
以上延滞している債務者に係るエクスポージャー及び「我が国の中央政府
及び中央銀行向け」から「法人等向け」、（「国際決済銀行等向け」を除く）に
おいてリスク・ウェイトが150％になったエクスポージャーのことです。

当金庫は、基礎的手法によりオペレーショナル・リスクを算定しています。

単体総所要自己資本額＝単体自己資本比率の分母の額×4％

他の金融機関等の対象資本調達手段のうち対象普通出資等及びその他外
部TLAC関連調達手段に該当するもの以外のものに係るエクスポージャー
信用金庫連合会の対象普通出資等であってコア資本に係る調整
項目の額に算入されなかった部分に係るエクスポージャー
特定項目のうち調整項目に算入されない部分に係るエクスポージャー
総株主等の議決権の百分の十を超える議決権を保有している他の金融
機関等に係るその他外部TLAC関連調達手段に関するエクスポージャー
総株主等の議決権の百分の十を超える議決権を保有していない他の金融
機関等に係るその他外部TLAC関連調達手段のうち、その他外部TLAC
関連調達手段に係る5％基準額を上回る部分に係るエクスポージャー



（注）1.
2.
3.
4.
5.

オフ・バランス取引は、デリバティブ取引を除く。
「三月以上延滞エクスポージャー」とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から三月以上延滞しているエクスポージャーのことです。
上記の「その他」は、裏付となる個々の資産の全部又は一部を把握することや、業種区分に分類することが、困難なエクスポージャーです。
CVAリスクおよび中央清算機関関連エクスポージャーは含まれておりません。
業種別区分は日本標準産業分類の大分類に準じて記載しております。

債券

令和4年度

デリバティブ取引

信用リスクエクスポージャー期末残高

125,279
̶

125,279
8,633
404
̶

1,137
11,772
2,606
498
3,569
10,772
4,446
24,267
231
612
1,765
2,114
1,987
665
7,453
7,867
6,784
27,680

5
125,279
18,082
6,707
10,036
9,050
23,465
57,699
237

125,279

31,362
4,861
36,223

̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶

1,602
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶

31,519
̶

3,100
36,223
100
1,274
1,345
1,358
1,678
30,467

̶
36,223

ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
̶
̶
̶
̶
̶
̶

420
̶
420
28
4
̶
̶
229
̶
̶
̶
80
̶
24
̶
̶
̶
0
̶
̶
̶
0
̶
53
̶
420

国内
国外
地域別合計
製造業
農業、林業
漁業
鉱業、採石業、砂利採取業
建設業
電気・ガス・熱供給・水道業
情報通信業
運輸業、郵便業
卸売業、小売業
金融業、保険業
不動産業
物品賃貸業
学術研究、専門・技術サービス業
宿泊業
飲食業
生活関連サービス業、娯楽業
教育、学習支援業
医療・福祉
その他のサービス
国・地方公共団体等
個　人
その他
業種別合計
1年以下
1年超3年以下
3年超5年以下
5年超7年以下
7年超10年以下
10年超
期間の定めのないもの
残存期間別合計

地域区分
業種区分
期間区分

エクスポージャー
　　　　　区分

266,190
4,861

271,051
8,665
404
̶

1,138
11,772
2,606
528
3,606
10,772
108,619
24,267
231
612
1,765
2,114
1,987
665
7,453
7,875
38,328
27,680
9,952

271,051
33,277
7,988
11,382
10,408
28,154
88,166
91,673
271,051

令和4年度 令和4年度 令和4年度
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
̶
̶
̶
̶
̶
̶

令和4年度令和3年度
122,484

̶
122,484
8,893
342
̶

1,246
11,733
1,779
272
3,434
11,555
4,902
21,513
222
564
1,518
2,234
1,458
623
7,230
8,986
7,063
26,893

15
122,484
19,908
5,963
10,282
9,771
22,712
53,568
277

122,484

27,488
6,406
33,895

̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶

1,602
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶

30,591
̶

1,700
33,895
100
1,268
2,293
2,428
2,135
25,668

̶
33,895

463
̶
463
107
4
̶
̶
156
̶
̶
̶
43
̶
69
̶
̶
̶
0
̶
̶
̶
35
̶
47
̶
463

271,831
6,406

278,238
8,925
342
̶

1,247
11,733
1,779
302
3,470
11,582
116,594
21,513
222
564
1,518
2,234
1,458
623
7,230
8,993
37,903
26,893
13,104
278,238
20,310
22,247
12,590
12,200
24,848
79,236
106,805
278,238

令和3年度 令和3年度 令和3年度令和3年度

三月以上延滞
エクスポージャー

＜地域別・業種別・残存期間別＞ （単位：百万円）

イ. 信用リスクに関するエクスポージャー及び主な種類別の期末残高

3．信用リスクに関する事項（リスク・ウェイトのみなし計算が適用されるエクスポージャー及び証券化エクスポージャーを除く）
（1）リスク管理の方針及び手続の概要

　信用リスクとは、取引先の倒産や財務状況の悪化などにより、当金庫が損失を受けるリスクのことをいいます。当金庫では、信用リスクを
当金庫が管理すべき最重要のリスクであるとの認識の上、与信業務の基本的な理念手続等を明示した「信用リスク管理規程」を制定し、
広く役職員に理解と遵守を促すとともに、信用リスクを確実に認識する管理態勢を構築しています。
　信用リスクの評価につきましては、当金庫では信用格付制度を導入しております。また、信用リスクの計量化に対するインフラ整備を
進めております。
　信用リスク管理の状況については、リスク管理委員会で協議検討を行うとともに、必要に応じて経営陣に報告する態勢を整備しており
ます。
　貸倒引当金は「資産査定事務取扱規程」及び「償却・引当規程」に基づき、自己査定における債務者区分ごとに計算された貸倒実績率を
基に算定するとともに、その結果については監査人の監査を受けるなど適正な計上に努めております。

（2）リスク・ウェイトの判定に使用する適格格付機関

●株式会社格付投資情報センター（R＆I）
●株式会社日本格付研究所（JCR）

●ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク（Moodｙ's）
●S＆P グローバル・レーティング（S＆P）

貸出金、コミットメント及び
その他のデリバティブ以外の

オフ・バランス取引

　リスク・ウェイトの判定に使用する適格格付機関は以下の4つの機関を採用しています。なお、エクスポージャーの種類ごとに適格格付
機関の使分けは行っておりません。

15
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当金庫は、国内の限定されたエリアにて事業活動を行っているため、「地域別」の区分は省略しております。
業種別区分は日本標準産業分類の大分類に準じて記載しております。

ロ. 一般貸倒引当金、個別貸倒引当金の期末残高及び期中の増減額

（注）1.
　　2.

（注）1.
　　2.
3.

格付は適格格付機関が付与しているものに限ります。
エクスポージャーは信用リスク削減手法適用後のリスク・ウェイトに区分しています。
コア資本に係る調整項目となったエクスポージャー、CVAリスクおよび中央清算機関関連エクスポージャーは含まれておりません。

142,949
8,530
42

12,051
168

20,628
47,802

86
ー
892
ー
ー

233,152

（単位：百万円）

格付有り 格付無し 格付有り 格付無し
令和4年度

エクスポージャーの額

0％
10％
20％
35％
50％
75％
100％
150％
200％
250％
1,250％
その他
合　計

告示で定めるリスク・
ウェイト区分（％）

ニ. リスク・ウェイトの区分ごとのエクスポージャーの額等

115
ー
ー

ー

71

ー

ー
ー
255
ー
38
ー

ー

ー
17

ー

ー
60
3
ー
3

564

8
ー
ー

ー

180

ー

ー
ー
69
ー
96
ー

ー

ー
0

ー

ー
ー
0
ー
10
365

75
ー
ー

ー

ー

ー

ー
ー
1
ー
ー
ー

ー

ー
ー

ー

ー
ー
ー
ー
3
80

16
ー
ー

ー

5

ー

ー
ー
5
ー
ー
ー

ー

ー
ー

ー

ー
60
ー
ー
0
88

30
ー
ー

ー

246

ー

ー
ー
318
　ー
134
ー

ー

ー
18

ー

ー
ー
3
ー
10
761

0
ー
ー

ー

1

ー

ー
ー
ー
ー
ー
ー

ー

ー
ー

ー

ー
ー
ー
ー
ー
1

（単位：百万円）

4年度 4年度 4年度 4年度 4年度 4年度
464
ー
ー

ー

29

ー

ー
ー
232
ー
29
ー

ー

203
ー

ー

ー
58
3
ー
39

1,060

77
ー
ー

ー

47

ー

ー
ー
25
ー
8
ー

ー

ー
17

ー

ー
2
0
ー
ー
178

420
ー
ー

ー

4

ー

ー
ー
ー
ー
ー
ー

ー

194
ー

ー

ー
ー
ー
ー
16
635

6
ー
ー

ー

0

ー

ー
ー
1
ー
ー
ー

ー

9
ー

ー

ー
ー
ー
ー
20
38

115
ー
ー

ー

71

ー

ー
ー
255
　ー
38
ー

ー

ー
17

ー

ー
60
3
ー
3

564

0
ー
ー

ー

1

ー

ー
ー
ー
ー
0
ー

ー

ー
ー

ー

ー
ー
ー
ー
ー
1

3年度 3年度 3年度 3年度 3年度 3年度

期首残高 当期増加額
当期減少額

期末残高目的使用 その他
貸出金償却

個別貸倒引当金

製造業
農業、林業
漁業
鉱業、採石業、
砂利採取業
建設業
電気・ガス・
熱供給・水道業
情報通信業
運輸業、郵便業
卸売業、小売業
金融業、保険業
不動産業
物品賃貸業
学術研究、専門・
技術サービス業
宿泊業
飲食業
生活関連サービ
ス業、娯楽業
教育、学習支援業
医療・福祉
その他のサービス
国・地方公共団体等
個　人
合　計

ハ. 業種別の個別貸倒引当金及び貸出金償却の残高等

P9の「貸倒引当金の期末残高及び期中の増減額」と同様です。

157
ー

35,452
ー

2,288
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー

37,898

151,265
7,630
46

14,490
268

19,988
46,288
107
ー
815
ー
ー

240,899

令和3年度

3,103
ー

23,893
ー

10,341
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー

37,339



5． 派生商品取引及び長期決済期間取引の取引相手のリスクに関する事項

信用リスク削減手法が適用
されたエクスポージャー 5,116 ー16,270

（単位：百万円）

令和4年度 令和4年度

3,893 12,898

令和3年度 令和3年度 令和4年度令和3年度

ー

クレジット・デリバティブ保　証適格金融資産担保

信用リスク削減手法が適用されたエクスポージャー

信用リスク削減手法
ポートフォリオ

4． 信用リスク削減手法に関する事項
　当金庫は、リスク管理の観点から、信用リスクを軽減するために、取引先によっては、不動産担保や信用保証協会保証による保全措置を
講じております。ただし、これはあくまでも補完的措置であり、資金使途、返済原資、財務内容、事業環境、経営者の資質など様々な角度から
判断を行っております。また、判断の結果、担保または保証が必要な場合には、お客さまへの十分な説明と理解をいただいた上でご契約いた
だく等、適切な取扱いに努めております。
　バーゼルⅢにおける信用リスク削減手法として、当金庫が扱う主要な担保には、預金積金等があり、担保に関する手続きについては「融資
事務取扱規程」等により適切な事務取扱い並びに適正な評価・管理を行っております。
　また、お客さまが期限の利益を失われた場合には、全ての与信取引において、預金相殺等をする場合がありますが、金庫が定める規定等
により、適切な取扱に努めております。
　なお、信用リスク削減手法の適用に伴う信用リスクの集中に関しては、特に業種やエクスポージャーの種類に偏ることなく分散されて
おります。

（注）当金庫は、適格金融資産担保について簡便手法を用いています。　

6． 証券化エクスポージャーに関する事項
（1）リスク管理の方針及び手続の概要

（2）証券化エクスポージャーについて、信用リスク・アセットの額の算出に使用する方式の名称　

（3）証券取引に関する会計方針

（4）証券化エクスポージャーの種類ごとのリスク・ウェイトの判定に使用する適格格付機関の名称

　当金庫における証券化取引の役割は投資家であります。当該投資業務については、有価証券投資の一環として捉え、リスクの認識につい
ては、リスク管理部において、市場動向、裏付資産の状況、適格格付機関が付与する格付情報などにより把握するとともに、必要に応じて、
ALM委員会に諮り適切なリスク管理に努めております。

　当金庫は標準的手法を採用しております。

　当該取引にかかる会計処理については日本公認会計士協会の「金融商品会計に関する実務指針」に従った適正な処理をしており
ます。

　証券化エクスポージャーのリスク・ウェイトの判定に使用する適格格付機関は以下の4つの機関を採用しております。なお、投資の種類
ごとに適格格付機関の使分けは行っておりません。

該当ございません。

イ. オリジネーターの場合（信用リスク・アセットの算出対象となる証券化エクスポージャーに関する事項）
該当ございません。

ロ. 投資家の場合（信用リスク・アセットの算出対象となる証券化エスクポージャーに関する事項）
①保有する証券化エクスポージャーの額及び主な原資産の種類別の内訳
a.証券化エクスポージャー（再証券化エクスポージャーを除く）
　該当ございません。
b.再証券化エクスポージャー
　該当ございません。

②保有する証券化エクスポージャーの適切な数のリスク・ウェイトの区分ごとの残高及び所要自己資本の額等
a.証券化エクスポージャー（再証券化エクスポージャーを除く）
　該当ございません。
b.再証券化エクスポージャー
　該当ございません。

③保有する再証券化エクスポージャーに対する信用リスク削減手法の適用の有無及び保証人に適用されるリスク・ウェイトの区分ごとの内訳
該当ございません。

●株式会社格付投資情報センター（R＆I）
●株式会社日本格付研究所（JCR）
●ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク（Moodｙ's）
●S＆P グローバル・レーティング（S＆P）
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7． オペレーショナルリスクに関する事項
　当金庫では、オペレーショナルリスクを「事務処理態勢の整備やシステムの稼動および法務チェックなどが適切に運用されていないこと、
または自然災害や事務センターが運営するシステムの障害により、当金庫が経営上直面するリスク」と捉え、「オペレーショナルリスク管理
規程」においてリスク管理の基本方針や管理態勢などを定めております。
　また、当金庫は、オペレーショナルリスク相当額の算出には「基礎的手法」を採用しております。　

8． 出資等エクスポージャーに関する事項
　上場株式等に係るリスクの認識については、時価評価及び最大予想損失額（VａR）によるリスク計測によって把握するとともに、運用状況に
応じてALM委員会に諮り投資継続の是非を協議するなど、適切なリスク管理に努めております。また、株式関連商品への投資は投資枠内での
取引に限定し、ポートフォリオ全体のリスクバランスに配慮した運用に心がけております。
　なお、取引に当たっては当金庫が定める「資金運用規程」「有価証券等運用方針書」に基づいた厳格な運用・管理を行っております。
　なお、当該取引にかかる会計処理については、当金庫が定める「有価証券会計処理基準」及び日本公認会計士協会の「金融商品会計に関する
実務指針」に従った適正な処理を行っております。

令和4年度

上 場 株 式 等
非上場株式等
合 計

177
1,059
1,236

177
1,059
1,236

令和3年度

150
1,086
1,236

150
1,086
1,236

（単位：百万円）

区　分

イ. 貸借対照表計上額及び時価

貸借対照表計上額 時価 貸借対照表計上額 時価

ハ. 貸借対照表で認識され、かつ、損益計算書で認識されない評価損益の額

ニ. 貸借対照表及び損益計算書で認識されない評価損益の額

令和4年度
評 価 損 益 49

令和3年度
22

（単位：百万円）

該当ございません。

ロ. 出資等エクスポージャーの売却及び償却に伴う損益の額

売 却 益
売 却 損
償 却

令和4年度
ー
0
26

令和3年度
6
1
ー

（単位：百万円）

（注）損益計算書における損益の額を記載しております。

9． リスク・ウェイトのみなし計算が適用されるエクスポージャーに関する事項 （単位：百万円）

11,811
ー
ー
ー
ー

令和4年度
8,481
ー
ー
ー
ー

令和3年度
ルック・スルー方式を適用するエクスポージャー
マンデート方式を適用するエクスポージャー
蓋然性方式（250%）を適用するエクスポージャー
蓋然性方式（400%）を適用するエクスポージャー
フォールバック方式（1250%）を適用するエクスポージャー



（1）リスク管理の方針および手続の概要
　当金庫では、市場金利の変動が経営に与える影響の重大性を認識し、適切なリスクコントロールを図ることを基本方針としております。
　金利リスクは、全ての金利感応資産・負債を対象として管理しております。通貨については、当金庫の重要な金利リスクを有する日本円及び
米ドルを管理対象としております。
　管理指標としては、金利変動による経済価値変化の指標である⊿ＥＶＥ及び期間損益変化の指標である⊿ＮＩＩを複数の金利ストレスシナリオに
基づき算出しており、リスク管理部が月次でＡＬＭ委員会、リスク管理委員会に報告しております。

B．信用金庫が、自己資本の充実度の評価、ストレス・テスト、リスク管理、収益管理、経営上の判断その他の目的で、開示告示に基づく定量的
　 開示の対象となる⊿ＥＶＥ及び⊿ＮＩＩ以外の金利リスクを計測している場合における、当該金利リスクに関する事項

10． 金利リスクに関する事項

（2）金利リスクの算定方法の概要
　Ａ．開示告示に基づく定量的開示の対象となる⊿ＥＶＥ及び⊿ＮＩＩ並びに銀行がこれらに追加して自ら開示を行う金利リスクに関する事項

（a）

（b）

（c）

（d）

（e）

（f）

（g）

（h）

（ i）

（単位：百万円）

IRRBB 1：金利リスク

⊿EVE

ホ
令和4年度末
4,856

⊿NII

ヘ
令和3年度末
4,862

ハ

令和4年度末
0
31

31

ロ

令和3年度末
4,801

0
4,290

4,801

ニ

令和3年度末
117
0

117

4,824
0

4,471

4,824

イ

令和4年度末

金利リスクに関する事項

1
2
3
4
5
6
7

8

項
番

上方パラレルシフト
下方パラレルシフト
スティープ化
フラット化
短期金利上昇
短期金利低下
最大値

自己資本の額
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流動性預金に割り当てられた金利改定の平均満期
　1.25年となっております。
流動性預金に割り当てられた最長の金利改定満期
　5年としております。
流動性預金への満期の割当て方法（コア預金モデル等）及びその前提
　金融庁が定める保守的な前提を採用しております。
固定金利貸出の期限前償還や定期預金の期限前解約に関する前提
　金融庁が定める保守的な前提を採用しております。
複数の通貨の集計方法及びその前提
　通貨別に算出した金利リスクの正値のみを単純合算しております。
スプレッドに関する前提
　スプレッド及びその変動は考慮しておりません。
内部モデルの使用等、⊿ＥＶＥと⊿ＮＩＩに重大な影響を及ぼすその他の前提
　内部モデルは、使用しておりません。
前事業年度末の開示からの変動に関する説明
　2023年3月末の⊿EVEは4,824百万円（前期比末＋23百万円）、⊿NIIは31百万円（前期比△86百万円）となっております。
計測値の解釈や重要性に関するその他の説明
　当期の重要性テスト（金利リスク（⊿ＥＶＥ）/自己資本の額）の結果は99.343％となっております。

　統合リスク管理では、ＶａＲで計測されるリスク量が年度毎に設定される配賦資本の範囲内に収まっているかどうかモニタリングしており
ます。その他、ＢＰＶ等の金利リスク管理指標、金利変動が自己資本等に与える影響等もモニタリングしており、モニタリング結果については、
リスク管理部がＡＬＭ委員会、リスク管理委員会に報告しております。
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　信金中央金庫（略称：信金中金）は、全国の信用金庫を会員とする協同組織形態の金融機関であり、信用金庫の中央金融
機関として昭和25年に設立され、平成12年に東京証券取引所に優先出資証券を上場しました（証券コード 8421）。
　さまざまな金融商品・サービスを提供しているほか、全国の信用金庫から預け入れられた豊富な資金を国内外の金融
市場における有価証券投資や事業会社などへの貸出により運用しています。
　また、信金中金は、「地域の課題を解決する機能」、「信用金庫のセントラルバンク機能」および「機関投資家としての
機能」を有しており、地域社会の皆さまに質の高いサービスを提供することで、地域におけるさまざまな課題を解決し、
信用金庫とともに持続的な成長を目指しています。

～信用金庫の「中央金融機関」～
信金中央金庫

信
用
金
庫

信
金
中
央
金
庫 有価証券投資サポート

（令和5年3月末現在）

出資・預金（余裕資金） 貸　出

信金中金は、邦銀トップクラスの格付を有しております。

※上記計数は、令和5年3月末現在

　日本全国に拡がる254の信用金庫は、約7,100店舗のネットワークを形成しているほか、888万人を超える会員と
160兆円の預金量を擁しており、わが国の金融業界の中で重要な地位を占めています 。
　また、信金中金グループは、信金中金および会社9社で構成されており、全国の信用金庫と連携しつつグループ一体
となって幅広いサービスを提供しています。海外には6拠点を設け、現地銀行とも連携し、信用金庫取引先の海外進出
などを支援しています。

信用金庫と信金中央金庫のネットワーク

■地域の課題を解決する機能
　信用金庫がお客さまのために行っている多様な業務をサポートし、顧客ニーズの多様化・高度化に信用金庫が迅速対応できるよう、中小企業の
ビジネスマッチングや海外展開、個人の資産形成や相続、地域創生やフィンテックの活用などに取り組んでいます。

■信用金庫のセントラルバンク機能
　信用金庫の収益力向上や健全性確保などに向けて、信用金庫のセントラルバンクとして、コンサティング機能のさらなる強化や信用金庫
業界のサイバーセキュリティ対策のほか、信用金庫経営力強化制度等の適時・適切な運営を通じて、信用金庫業界の秩序の維持に万全を期して
います。

■機関投資家としての機能
　全国の信用金庫から預け入れられた預金や金融債を発行して調達した資金を、国内外の金融商品や事業会社などへの貸出により運用して
います。また、グローバルに投融資を行っている金融グループとして持続可能な社会の実現に向け、ＥＳＧ投融資等を推進しています。

外部格付

Moody's
S&Pグローバル・レーティング
格付投資情報センター
日本格付研究所

格付会社
A1
A
A+
AA

長期
P -1
A-1
 ̶
 ̶

短期
安定的
安定的
安定的
安定的

アウトルック

地方公共
団体等

事業会社

金融市場

■資金量

■役職員数

■会員数

■拠点数

36兆円

1,258人

254金庫

国内14拠点
海外  6拠点

地域の課題を解決
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〒321-0162 宇都宮市大和1丁目8番24号
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0285（25）1111
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0283（20）5222

028（633）2111
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028（658）8808

028（653）1611

令和5年6月末現在
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